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 開  会  

 委 員 長  本日の出席委員は、１５人につき、定足数に達しております。 

 ただ今から、予算審査特別委員会を開会します。 

（９：３０） 

 委 員 長  お諮りします。 

 予算審査特別委員会の日程は、議会運営委員会にて協議を行い、本特別委員会は、

本日、３月１２日と１３日及び１４日の午前中を予備日とする、審査日程にしたいと

思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本特別委員会は、本日と１３日及び１４日の午前中を予備日とする審

査日程期間に決定しました。 

 会議で付託されました、議案第２１号から議案第２８号までを審査いたしますが、

審査の方法について、お諮りします。 

 審査の方法は、議会運営委員会で協議を行い、議案第２１号「平成２５年度筑前町

一般会計予算について」は、お手元にお配りしておりますように、所管課ごとに歳出

の審査を行い、すべての所管課の歳出の審査が終わって、歳入を審査いたします。 

 議案第２２号から議案第２８号までの特別会計予算については、各特別会計ごとに

審査を行います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 予算審査に入る前に、平成２５年度当初予算の概要について、説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  おはようございます。 

 それでは、平成２５年度一般会計当初予算の概要について、説明を申し上げます。 

 本日の説明資料といたしましては、予算書と一緒に、先の、先月の議会全員協議会

で配布をしていただきました資料№１と№２で、前段の説明をさせていただきます。

後段につきましては、予算書の中で説明という形を取らせていただきます。 

 まず、資料№１の１ページを開いていただきたいと思います。 

 冒頭予算の総括を記載しております。 

 平成２５年度当初予算につきましては、町長選挙が４月にあることから、骨格予算

編成といたしました。 

 しかしながら、総合計画の後期基本計画、これの２年目でございますし、この計画

を着実に推進しますために、継続事業でございます多目的運動公園整備事業、公営住

宅建設事業をはじめ、新たなものとしまして、両筑平野用水国営二期事業の償還負担

金、あるいは電算システムの更新事業、こういった大きな予算を計上しましたことか

ら、平成２４年度の当初予算を上回る結果となりました。 

 その予算の総額でございますけれども、歳入歳出総額で１１，８６４，２４４千円、

前年対比２９７，８４４千円、２．６％の増となっております。 

 それでは、歳入の説明を申し上げます。 

 歳入につきましては、各課の歳出予算の説明の後に、歳入の説明の時間がございま

すので、今回につきましては、要点のみの説明とさせていただきます。 

 資料は、№１が２ページ、それから№２につきましては６ページでございます。そ

こを開いていただきたいと思います。 



 2 

 №２のほうでございますけれども、左側が歳入でございます。 

 １款の町税でございますけれども、２，９０７，３５２千円を計上しております。

前年比３，８６７千円、０．１％の増でございまして、軽自動車税とたばこ税につい

ては増収見込みでございますけれども、他の税につきましては、減収ということで予

想をしております。 

 それから、２款の地方譲与税から１０款の地方特例交付金までにつきましては、国

の財政対策あるいは前年度の見込みで計上をさせていただいております。 

 １１款の地方交付税につきましては、国の財政対策で地方交付税そのものの額が前

年対比で３，２２１億円、率にしまして２．２％の減となって、総額で１７兆６２４

億円とされておりますこと、あるいは人件費の抑制分、あるいは留保財源を確保する

ために、前年対比６．２％の減、３，７０９，４４９千円を計上いたしております。 

 それから、１９款の繰入金につきましては、資料№１の５ページを見ていただきた

いと思います。 

 ここに繰入金、いろいろ事業ごとに掲載をしておりますけれども、この中で、大き

いものが両筑平野用水国営二期事業償還負担金７０２，３５３千円、電算システム更

新事業１９１，１００千円などで、総額的に１，３９７，８２３千円でございます。

前年比８４６，６９６千円の増で、大幅な繰り入れとなっております。 

 それから、２２款でございますけれども、町債につきましては、臨時財政対策債５

８４，９０９千円、多目的運動公園整備事業などの合併特例債２４８，０００千円で、

総額的に８６４，１０９千円を計上しております。前年比２９８，０９１千円の減で

ございます。 

 なお、２５年度の元利償還に対します町債の割合につきましては、ミニ公募債、元

金償還を除きまして６３．４％となっております。 

 これにつきましては、本年度は骨格予算ということでございますので、政策予算等

を計上していないことによるものでございます。 

 それから、資料２の６ページの右下のほうに、自主財源と依存財源を表しておりま

す。左の表の黒く網掛けをした部分でございますけれども、これが自主財源でござい

ます。 

 自主財源の比率が４２．３％ということで、前年よりも上がっておりますけれども、

これについては、基金の大幅な繰り入れ、それから依存財源でございます地方交付税

の減によるものでございます。 

 次に、歳出のほうの説明を申し上げます。まず、目的別で説明をいたします。 

資料№１につきましては、７ページでございます。№２につきましては、そのまま

６ページの右側をご覧いただきたいというふうに思います。 

 資料№１のほうでございますけれども、１款の議会費でございます。 

 前年比１．３％の減でございますけれども、主に議員共済費の減によるものでござ

います。 

 ２館の総務費につきましては、前年対比１５４，５６５千円、１３．３％の増額で

ございますけれども、これにつきましては、電算関係のシステム更新事業あるいは固

定資産関係の業務委託、戸籍のシステムサーバー等の更新委託等の増によりまして、

大幅な増額となっております。 

 それから、３款の民生費でございますけれども、３，０９９，５４５千円、前年対

比の１６３，７７９千円の減でございます。率にしますと５．０％でございます。 

 これにつきましては、介護保険、後期高齢者の負担金、障害者福祉の自立支援費、

民間保育所の運営費の負担金などは増額はいたしておりますけれども、骨格予算のた

めに、昨年しておりました国保会計への法定外繰り出し、これを計上していないこと

や民間保育所創設負担金の減によりまして、減額となりました。そういった状況でご
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ざいます。 

 続いて№１、８ページになりますけれども、４款衛生費につきましては、１，２９

９，０２６千円で、前年対比９２，０５３千円、率にしまして６．６％の減額でござ

います。 

 これにつきましては、上水道事業への繰出負担金、県南水道企業団出資金等の増額

の要因もございますけれども、水道事業の国の補正予算対忚によりまして、平成２４

年度への前倒しに伴いまして、出資金の１５０，０００千円の大幅な減額、それから、

上水道給水装置等の減によるものでございます。 

 それから、５款でございますけれども、№１資料は９ページになります。 

 農林水産業費につきましては１，１６１，１７４千円、前年対比６３０，８９８千

円、率にしますと１１９％の大幅な増となっております。 

 増額の要因につきましては、先ほどから申し上げております、両筑平野用水国営二

期事業償還負担金７０２，３５３千円、あるいは活力ある高収益型園芸産地育成事業

１０２，７４２千円等の増によるものでございます。 

 ６款商工費でございますが、１９，９２９千円、前年対比１，５９２千円、率にし

ますと、７．４％の減でございます。これは、主に登山散策ガイド等のマップ印刷の

減によるものでございます。 

 ７款でございます。№１資料１０ページになります。 

 土木費につきましては１，５９９，５８３千円、前年対比２０９，４４１千円、１

１．６％の大幅な減額でございます。 

 これにつきましては、公共下水道事業特別会計操出金あるいは多目的運動公園整備

事業等の増額要因もございますけれども、減額の大きな要因につきましては、公営住

宅整備事業の継続費の設定、あるいは道路新設改良事業の政策予算を計上していない

ことによるものでございます。 

 ８款消防費でございますが、４９３，７０６千円、前年比１，１９４千円、０．２％

の増ということで、ほぼ前年並みの予算計上をいたしております。 

 ９款、資料№１につきましては、１０ページでございますけれども、９款教育費に

つきましては８７３，４５５千円、前年対比３１，２６３千円、３．５％の減でござ

います。主に学校施設関係の予算の減によるものでございます。 

 それから、資料は№２でございますが、１０款災害復旧費につきましては１，４０

９千円で、前年とほぼ同じ予算を計上いたしております。 

 １１款公債費につきましては１，８５７，４７４千円の計上でございます。前年比

１０，９１０千円、率にしますと０．６％の増でございます。ミニ公募債の元金一括

償還によるものでございます。 

 次に、性質別の歳出について、簡単に説明を申し上げます。 

 資料№１につきましては、２ページでございます。№２につきましては、７ページ

をご覧いただきたいと思います。 

 人件費につきましては１，５６２，５２４千円、前年比１１，６９９千円、０．７％

の減でございます。これにつきましては、職員の入れ替わり等によるものでございま

す。 

 物件費は１，８０５，１２４千円、前年比８１，５３１千円の増で、率にしますと

４．７％となります。主に電算システム更新の事業増によるものでございます。 

 それから、扶助費でございますけれども、扶助費につきましては１，６２７，６１

９千円、前年対比２０２，２９０千円でございます。率にしますと１４．２％の増と

なっております。 

 主な増加要因につきましては、民間保育所２カ所の増設、障害者福祉の自立支援給

付費の増によるものでございます。 



 4 

 次に№１、１３ページ、補助費等でございますけれども、２，５５８，８３２千円、

前年比７５８，４６４千円、率にしますと４２．１％の増となります。 

 主なものとしましては、両筑平野用水国営二期事業の償還負担金によるものが大き

く影響いたしております。 

 それから、普通建設事業費でございますけれども、８８０，３７０千円、前年対比

４４１，４３９千円、率にしますと３３．４％減でございます。 

 増加要因もございますけれども、主に継続費を設定したことによる公営住宅整備事

業あるいは保育所創設負担金の減、併せて骨格予算のために政策的な予算を計上して

いないことによるものでございます。 

 投資及び出資金につきましては３１，２００千円、これにつきましては、資料№１

は１５ページでございます。失礼しました。１５ページでございます。 

 投資及び出資金につきましては３１，２００千円、前年比１１９，６００千円、７

９．３％の大幅な減となっております。これにつきましては、上水道事業出資金の減

によるものが要因でございます。 

 操出金につきましては１，３６８，９４１千円、前年対比１４４，５５０千円、９．

６％の減となっております。主に国保特別会計への法定外操出金を計上していないこ

とによるものでございます。 

 それから、資料№１の１６ページから以降につきましては、各課ごとの主な事業を

掲載しております。これについては、各課の歳出説明のときの活用としていただきた

いと思います。 

 続きまして、予算書で説明を申し上げますので、予算書のほうをご覧いただきたい

と思います。 

 １ページを開いていただきたいと思います。 

 まず、第１条でございますけれども、予算の総額でございますが、先ほど申し上げ

ましたように、１１，８６４，２４４千円でございます。 

 それから、第２条は地方債の借入限度額でございますけれども、これについては、

後で説明申し上げたいと思います。 

 第３条は、一時借入金の限度額でございます。１０億円と定めております。 

 第４条は、予算の流用でございまして、給与、職員手当等及び共済につきましては、

同一款内であれば流用できることを定めておるものでございます。 

 それでは、予算書の７ページを開いていただきたいと思います。 

 第２表、地方債でございます。 

 地方債の限度額といたしまして、臨時財政対策債５８４，９０９千円、それから合

併特例債２４８，０００千円、一般会計出資債３１，２００千円、合計の８６４，１

０９千円でございます。 

 起債の方法につきましては証書借入で、利率は３％以内でございます。 

 償還の方法につきましては、政府資金については、その融資条件、銀行その他の場

合には、その債権者との協定によるものでございます。 

 この起債の財政的な交付税措置でございますけれども、臨時財政対策債について

は、元利償還額１００％交付となっております。 

 合併特例債につきましては７０％、一般会計出資債につきましては、５０％が措置

されるというふうになっております。 

 続いて、非常に飛びますけれども、１３４ページを開いていただきたいと思います。 

 債務負担行為でございます。 

 今回、新たに債務負担行為を起こすものはございません。これまでの分について、

確認の意味で説明申し上げたいと思います。 

 サン・ポートの設置負担金でございますけれども、これにつきましては、この表の
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中段に、当該年度以降の支出予定額を書いております。この期間がございますが、期

間を申し上げたいと思います。 

 サン・ポートにつきましては、平成２９年度まででございます。農業経営体育成資

金利子補給につきましては、平成３５年度まで、それから、多目的運動公園整備事業

に伴う用地先行取得事業につきましては、平成２５年度までとしておりますけれど

も、これにつきましては、支出がございません。もうすでに終わっております。支出

がございません。 

 それから、三並小学校、中牟田小学校給食業務委託から、一番下の筑前町図書館、

めんばーる図書館窓口等運営業務委託事業の期間につきましては、終期はすべて平成

２６年度までとなっております。 

 続いて、１４６ページを開いていただきたいと思います。 

 筑前町営住宅篠隈団地建て替え工事１期工事についての、昨年からの継続費でござ

います。 

 年割額の本年分については１４８，６１６千円、財源内訳は、国庫支出金４６，７

０５千円、これについては、社会資本整備総合交付金を充てるようにしております。 

 その他１０１，９１１千円、これについては、公共施設等整備基金を充てるように

しております。 

 当該年度支出予定額２４７，４９２千円、これについては、前年度執行残９８，８

７６千円を含みまして、進捗率につきましては、平成２４年度の残りを含めて７０．

０４％となります。  

 それから、１４７ページを開いていただきたいと思います。 

 平成２３年度末の地方債の現在高から平成２５年度末の地方債現在高の見込額で

ございます。 

 平成２５年度中の起債見込額１，１１０，１０９千円につきましては、歳入予算計

上は８６４，１０９千円でございますけれども、この差につきましては、２４年度か

らの繰越分２４６，０００千円を含めておりますので、ご承知いただきたいと思いま

す。 

 ２５年度中の起債見込額につきましては、ミニ公募債一括償還を含みまして、現金

償還見込額１，５６３，０４２千円を下回りまして、２５年度末の起債残高見込みに

つきましては、１７，８０２，４３０千円となります。 

 財政計画では、平成２７年度に普通会計の町債残高、１７０億円台という目標を設

定しておりました。ここで、もう１７０億円台に達したようになりますけれども、た

だしこれについては、政策予算を本年度は組んでおりません。６月補正後の残高とい

うのが、正式な町債残高になるというふうに考えております。 

 以上で、平成２５年度一般会計予算の概要の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  当初予算概要の説明が終わりました。 

 この件で、特に、質疑があればお受けしたいと思います。 

金子委員 

 金子委員  骨格予算と言いながらも、非常に大きい額になっておると思います。その大きな額

になった説明はいただきました。 

じゃあ、それを外しての他は骨格予算で、政策予算的なものは計上してないという

ようなことでございますが、非常に当初予算が大きくなっておりますが、留保的な財

源というのは、十分に見通しを立てて確保してあるものなんでしょうか。 

 骨格予算としたら非常に大きいような感じがしますが、その点について説明をいた

だきたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 
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 財政課長  一忚留保財源といたしましては３億ほど、今現時点では一忚確保させていただいて

おりまして、特に交付税あたりにつきましては、先ほども申し上げたと思いますけれ

ども、２億円、一忚そういった形での留保ということは考えております。そういった

状況でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  質問というか、これを訂正したほうがいいんじゃないかなと思って。 

 １０ページです。資料№１。 

 土木費と消防費なんですけれども、カッコの中が平成２３年になっているので、こ

れは、２４年ではないのかなと思いますが、訂正したほうがいいんじゃないかなと。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  失礼しました。２４年度でございます。訂正をお願いいたします。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 議案第２１号「平成２５年度筑前町一般会計予算について」を、議題とします。 

 総務課の予算説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  それでは、総務課関係の予算の説明を申し上げたいと思います。 

 予算書の２９ページをお開きください。 

 １款１頄１目議会費でございます。本年度予算額は１１５，１１９千円でございま

す。 

 主な内容につきましては、これは、議員報酬、事務局職員の人件費、共済費、議員

研修費及び議会だよりの印刷費などでございます。 

 昨年対比１，５５６千円の減となっておりますけれども、議員全員研修としての北

海道視察研修の旅費が増額ではございますけれども、４節の共済費の議員年金制度廃

止に伴います公費負担率が下がったことによりまして、減額となっておるところでご

ざいます。内容については、省略をしたいと思います。 

 次に、３０ページでございます。 

 ２款１頄１目一般管理費でございます。本年度予算額３３０，９８８千円でござい

まして、昨年対比４，７４１千円の増となっておるところでございます。 

 この一般管理費はほとんど経常経費でございまして、町二役の人件費、総務課関係

の人件費、総務課関係の行政運営全般の費用でございます。 

 昨年と比較して増減がありました主なものを、説明をいたしたいと思います。 

 １節報酬でございますけれども、前年度は嘱託職員が産休代替を含めて２名計上い

たしておりましたが、本年度は１名分を計上しておるところでございます。 

 さらに、政策的なものとして、住民自治基本条例の委員報酬を計上いたしておらな

いところでございます。 

 次に、２節、３節、４節でございますけれども、人件費の関係でございますが、こ

れにつきましては、各課とも条例、規則あるいは共済組合等の負担金率によって計上

しておるところでございます。 

 説明は省略させていただきますが、最後に給与費明細書で尐しふれたいと思ってお

ります。 

 中でもですね、３節の職員手当だけについて、尐し説明をしておきたいと思います

けれども。 

 ３節の一番下の退職手当組合負担金が大幅な増となっております。退職手当組合加

入の年齢構成から、平成３２年度までたいへん多くの退職者が見込まれまして、２５

年度からの負担率が１０００分の２２０に引き上げられたことによるものでござい

ます。このことによりまして、約２１，０００千円の増額となっておるところでござ
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います。 

 次のページでございます。 

 ７節賃金でございます。新規の計上でございます。職員の急な病気休暇等があった

場合など、事務を円滑に進めるために、総務課で１名分の賃金を計上しておるところ

でございます。 

 次に、８節でございます。 

 ８節全体としては減額でございますけれども、２４年度は職員研修講師謝金の中に

メンタル相談を含めておりましたけれども、新たに健康メンタル相談謝金として、説

明を追加しておるところでございます。 

 １３節委託料の行政評価制度導入支援委託料、３２ページになりますけれども、約

２，２００千円程度減額しております。これは、この制度をですね、コンサルの人的

支援を受けないで、自前で運営することとしまして、運営システムのみの支援に切り

替えたことによります減でございます。 

 １４節、１９節、それぞれ経常経費でございます。ほぼ前年どおりで計上しており

ます。説明は省略をいたします。 

 一番下の、２目文書広報費でございます。本年度予算１４，０８２千円でございま

す。昨年対比５７２千円の減となっておるところでございます。 

 主な内容といたしましては、広報の印刷、配布の費用、それから、本庁、支所の郵

送料、ホームページの保守料などの経常経費でございまして、ほぼ昨年どおりの予算

計上でございます。 

 続きまして、尐し飛びます。４１ページでございます。 

 ２２目の自治振興費でございます。本年度予算３７，７７４千円で、昨年対比４０

２千円の増となっておるところでございます。 

 この目の主な内容でございますけれども、区長の報酬、区長会の運営、町の功労者

の表彰関係、損害賠償保険等の費用でございます。 

 増額の要因は、区長の報酬の世帯割で、昨年より２００世帯増加ということで算定

をしておるところでございます。その増でございます。 

 それから、２２節の補償補填及び賠償金の１，０００千円につきましては、議員発

議によります町長の専決処分の事頄の指定で、１，０００千円以下の損害賠償額を決

定することを決めていただいておりますので、同額を計上しておるものでございま

す。 

 その他につきましては、ほぼ前年どおりの予算計上をいたしております。 

 続きまして、４６ページでございます。 

 ４６ページの一番上の２８目そったく基金事業でございます。３１８千円の予算計

上で、昨年より１，６８２千円の大幅な減でございます。これは、政策事業でありま

す大学との連携事業、それから食の都づくり関係の費用の予算化を見送ったことによ

るものでございます。 

 ただし、継続事業として取り組んでおります食の通信については、今回印刷費等を

計上しておるところでございます。 

 次に、２頄１目税務総務費でございます。 

 １節の報酬に、固定資産審査委員会の報酬を、９節に費用弁償あるいは研修旅費を

計上しておるところでございます。 

 また飛びまして、次に５０ページでございます。 

 一番下の欄でございますけれども、４頄１目の選挙管理委員会費でございます。 

 選挙管理委員会の委員報酬と、それから５２ページの２目の選挙啓発費、選挙啓発

の事務費を計上しておるところでございます。 

 次に、４目の参議院議員選挙費でございます。７月に行われる参議院議員選挙の費
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用を１１，０００千円計上をいたしております。ここでは、国の交付金を１０，００

０千円予定をしておるところでございます。詳細の説明は省略をさせていただきたい

と思います。 

 次に、６目の町長選挙費でございます。８，０３７千円。そして飛びまして、５３

ページにですね、７目に、町議選挙費７，６２８千円を、これまでの選挙費用の実績

等を基本に計上しております。それぞれ必要経費でございますので、詳細の説明は省

略をしたいと思います。 

 次に飛びまして、５６ページでございます。 

 ６頄１目の監査委員費でございます。昨年同額の１，２８５千円を計上いたしてお

ります。委員の報酬他、必要な経常経費を計上しておるところでございます。 

 それでは、最後に給与費明細書の説明を行います。１３５ページでございます。ず

っと飛びまして、１３５ページでございます。 

 そこに、１として特別職の関係でございます。 

 一番下に合計欄がございますので、そこで説明をしたいと思います。 

 給与費はすべて前年どおりでございますけれども、報酬で１千円増額になっており

ますが、これは、選挙管理委員会の委員の任期が５月２６日という中途半端な日付で

ございます。その関係で、新旧委員の委員報酬を日割り計算をするということで、１

千円の増額ということで計上をいたしておるところでございます。 

 次に、共済費でございます。 

 町長、副町長の長期共済の公的負担金の率は下がったために、１０７千円の減額が

ございます。それと、議員の共済費が、議会費で説明申しましたように、率が下がっ

ておりますので、２，８４５千円の減となっておるところでございます。その他は、

前年と同額でございます。 

 次に、１３６ページ、一般職の関係でございます。 

 職員数は、予算編成時点での、次の１３７ページに詳細増減を書いておりますけれ

ども、そこに増減表がございます。 

 本年度１５４、その他で１５８、前年度が１５４で１５８、増減は０ですよという

ことになっております。 

 そういうことで、そこに書いておるようなとおりで、ここに計算をしておりますけ

れども、昨年同様の１６１名ということでございます。 

 これは、教育長を含めて１６１名ということでございます。これは、１５８名プラ

スサン・ポート、それから社協からの分がございますので、２名プラスになりますか

ら１６１名ということでございます。 

 それから、給与の増減についても、１３７ページに記載をしておりますように、昇

給に伴う増加分として８，９８２千円、その他の増加分で１５，５４０千円の減、内

容は、説明記載のとおりでございます。 

 それから、１３６ページの合計の欄が、昨年対比６，５５８千円の減となっておる

ところでございます。 

 １３６ページでございますが、共済費については、全体的に率が上がっております

けれども、保険経費の２４年度分を尐し見込み違いをしておりまして、その関係で、

前年比２４，０９３千円の減となっておるところでございます。 

 職員手当でございます。下の欄でございますが、一般管理費で説明しましたように、

退職手当負担金の率が大幅に上がっておりますので、昨年対比２４，５０３千円の増

となっておるところでございます。下の表の右から２番目でございます。 

 次に、１３９ページをお開きいただきたいと思います。 

 職員１人当たりの給与でございます。 

 ４が１日現在の平均給料額と平均年齢を、行政職、労務職ごとに表しておるところ
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でございます。 

 平均給料は、給料月額の平均、平均給与は、給料プラス職員手当の平均額でござい

ます。 

 次に、１４０ページでございます。 

 級別職員数でございます。記載のとおりでございますので、説明は省略をさせてい

ただきます。 

 １４１ページでございます。 

 級別の標準的な職務内容で、級別職務分類表として条例で定めておるとおりに、こ

こに記載をしておるところでございます。 

 １４２ページは、昇給の内容でございます。 

 そして、１４３ページ、１４４ページ、各種の手当でございます。 

 期末勤勉手当は、国どおりでございます。 

 次の退職手当でございますけれども、国は法改正し、平成２５年１月から３段階、

１年半かけて削減をするように法が改正をされました。 

 筑前町は、福岡県退職手当組合に加入しておりまして、今年の２月２５日の議会で、

国同様の削減を実施することが決定をされたところでございます。 

 ただし削減の時期は、平成２５年４月１日から３年間かけて削減することになりま

した。 

 これは、国はですね、今でも年度途中の退職やそれに伴う異動が実施されておりま

すけれども、地方公共団体は、基本的に３月末退職、４月採用でないと人事管理が行

えないということで、こういう配慮のもとに、４月ということで、今回条例改正が決

定をされておるところでございます。 

 ですから、ここに書いております率は、条例改正前を書いておりますので、差が出

ておると思いますけれども、率については、削減期間の違いはございますけれども、

削減率については、国同様に決定をされたということでございます。 

 次に、地域手当でございます。 

 地域手当は、基本的に筑前町は支給対象外でございますけれども、介護保険広域連

合の本部、県市町村支援課に派遣している職員については、県基準どおりで支給をし

ておるところでございます。 

 最後に、その他の手当てでございます。 

 自宅に係る住居手当、いわゆる持家手当でございますけれども、これは、国は廃止

されています。しかし、まだ県内では多くの自治体が支給されております。 

 これにつきましては、組合との協議が整いまして、平成２６年度からは廃止すると

ころにしておるところでございます。 

 次に、１４５ページでございます。 

 通勤手当でございます。県基準どおりの支給額でございます。 

 以上で、総務課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 総務課を終わります。 

 続きまして、出納室の予算説明を求めます。 

出納室長 

 出納室長  それでは、出納室の予算について、ご説明を申し上げます。 

 予算書の３４ページをお願いいたします。 

 ２款１頄４目会計管理費でございます。本年度予算額２，０３８千円で、前年度と
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比較いたしまして２０千円の増でございます。 

 ９節の旅費は、前年度と同額でございます。 

 １１節需用費につきましては、決算書の作成のための消耗品等、納入通知書等の印

刷代が主なもので、前年より２千円の減でございます。 

 続きまして、１２節役務費の通信運搬費は、ほぼ前年度と同額でございます。 

 公金受払手数料につきましては、税金等の口座振替、収納手数料が主なもので、前

年度の実績見込みによりまして、２０千円程度増額いたしております。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、税金、使用料などの収納につきまし

て、筑前あさくら農協夜須支店にお願いをいたしております。 

 指定金融機関の契約に基づきまして、人件費負担金ということで、昨年と同額１，

０５０千円を計上をいたしております。 

 以上で、出納室の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

川上委員 

 川上委員  仕組債のことで、またちょっとお伺いしたいと思うんですが。 

 昨日私もあいさつの中で言っておりましたが、非常に円安ドル高になりまして、非

常に利息も一緒に頂いたわけですが、問題の米ドルの仕組債ですね、あれが今現在が

９６円ぐらいで、確か米ドルは推移していると思うんですが、あれが早期償還は、確

か１０８円ぐらいだったかなと思います。 

 ただ、あと２４、５年そのままにしておっていいのか、含み損が若干出てくるとは

思うんですが、今の時期にもう、これだけ豪ドルで利息を稼いでいますので、ここで

ひとつ区切りをつけたがいいんじゃないかなとか、ちょっと私、まだ計算も何もでき

てないんですが、そういうことも考えるわけですね。 

 ですから、ちょっとそこら辺を計算していただいて、尐しの損だけぐらいで、この

米ドルが、仕組債が終わるなら、これを機会に繰上償還したほうがいいんじゃないか

なということも思うわけです。 

 そこら辺の考え方をお聞きいたします。 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  お筓えいたします。 

 外国債の米ドルの関係の質問だと思いますけれども。 

 昨日時点で米ドルの為替レート９６円までドル高になっております。 

 証券会社に聞きますと、今後１００円近くまではなるんじゃなかろうかという予想

をしておるようでございます。 

 そういうふうになりますと、今現在のターゲット為替、早期償還になる金額は１０

８円でありますけど、これが毎年１円ずつ下がってきますので、例えば５年すれば１

０３円まで下がるということになりますので、そういうことを考えれば、１０年以内

ぐらい、このままで推移した場合ですね、このままでドルが推移するとした場合、１

０年以内にはなるんじゃなかろうかということも、一忚想定はできます。 

 そういうことでありますので、今後のドルの推移を若干見ていきたいというふうに

思っております。 

 それと、もしこれを売却する場合、今現在の評価額は８８円程度でありますので、

まだかなりの評価損が出ますので、あくまでもやっぱり元本保証ということでいくな

らば、売却はできないんじゃないかというふうに判断をしておるところでございま

す。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  説明で、売却価格は８８円になればですね、やっぱりそれはちょっと厳しいかなと
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思いますが。 

 ただ、経済は生き物でしてね、参議院選挙後またどうなるのかということも心配し

ますとですね、やはりそこのポイントというのがあると思うんです。 

 ですから、そこら辺をひとつ的確に判断されたらどうかな、ということで考えてお

りますので、ぜひ、あとは私たちも勉強はしていかなくちゃならないんですが、その

ポイントをぜひ的確に把握していただいて、いい処分と言いますか、それなりの考え

方をお願いしたいと思います。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、出納室を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  それでは、ここで休憩します。 

 １０時３０分から再開します。 

（１０：１８） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１０：３０） 

 委 員 長  企画課の予算説明を求めます。 

企画課長 

 企画課長  企画課から説明をいたします。 

 一般会計予算書の３７ページをお願いいたします。 

 まず、２款１頄１９目企画費でございます。この目は前年度に対しまして、２８，

９１７千円の減額となっています。 

この主な要因は、公共交通活性化対策に伴うバス停、駐輪場などの整備関係費が減

額となっていることによるものです。 

 次に、内容について、説明をいたします。 

 この目では、平和を願うまちづくりの一環として、平和のメッセージコンテストを、

前年度に引き続き開催しますので、この関係予算としまして、報償費や需用費を中心

に、総額３，８３６千円を計上しています。 

 ３８ページをお願いします。 

 １９節負担金補助及び交付金でありますが、広域圏事務組合一番管理費負担金８，

３３１千円を計上しています。これは、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の経常的経

費でありまして、従前どおり朝倉市、東峰村、本町の３市町村で、平等割５％、人口

割９５％で算定した金額でございます。 

 前年度に対しまして、２，６５３千円の減額となっています。この主な要因は、派

遣職員が減員となったことによるものです。 

 次の、市町村会館運営費負担金３，０７０千円は、従前どおり所在地の朝倉市が６

０％、残りの４０％を東峰村と本町の人口割で算定した金額でございます。前年度に

対しまして、１，４７６千円増額となっています。 

 この主な要因は、同会館の耐震診断を実施することから、これに要する経費が計上

されたことによるものです。 

 次の、物産展地域活性化事業補助金及びど～とかがし祭実行委員会補助金は、これ

までの実績などから判断して、相忚の減額をしています。 

 甘鉄安全輸送等整備事業負担金３，０４４千円、前年度に対しまして、４３８千円

増額となっています。 

 事業内容は、主にレール交換であり、平成２７年度までの継続事業となっています。 

 次の夜須高原音楽祭助成金２００千円、これまでの実績などから増額したものでご
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ざいます。 

 ３９ページをお願いします。 

 ２０目平和記念館費でございます。この目には、平和記念館の管理運営に要する経

費を計上しています。 

 歳出総額が５０，５６１千円、これに対しまして、この財源は入館料などの特定財

源が４５，８３５千円でありまして、不足する４，７２６千円を一般財源から充てる

ものでございます。 

 また、前年度に対しまして、１３，３６３千円が減額となっています。この大部分

は、正職員の減員によるものでございます。 

 次に、内容でありますが、１節報酬１４，６３８千円、館長を含めまして７名分で、

新たに配置する学芸員分を含んだものでございます。 

 ９節旅費、普通旅費８９５千円、前年度に対しまして、営業面の強化を図りたいこ

とから、相当な増額をしています。 

 次に、４０ページです。 

 １５節工事請負費、平和記念館工事１，２２１千円、うち約８００千円は、省エネ

ルギー対策としまして、ガラスコーティング工事を行う経費でございます。この施工

によりまして、より管理経費の縮減を図りたいと考えています。 

 次に、４１ページです。 

 ２３目コミュニティ推進費でございます。前年度より３３７千円の増額となってお

ります。 

 主な要因は、４２ページの１９節負担金補助及び交付金の宝くじコミュニティ助成

金として２，５００千円を計上しておりまして、前年度に対しまして、５００千円を

増額したことによるものでございます。 

 次に、２４目男女共同参画推進費でございます。前年度より５０９千円の増額とな

っています。 

 主な要因は、１１節需用費の中の修繕費の増額によるものでございます。 

 次に、内容でございますが、８節報償費、講座講師謝金９８１千円は、主に男女共

同参画センター主催講座の講師謝金でありまして、１６の講座を開設する予定でござ

います。 

 １１節需用費、修繕費１，１２６千円は、男女共同参画センターの建物分でありま

して、建築後２９年を経過し、至るところに補修が必要となっていますので、これを

計画的に補修する経費でございます。 

 次に、４６ページをお願いします。 

 ２９目公共交通活性化対策事業費でございます。この目は、現在試行しています福

祉バス運行に必要な経費を計上しています。前年度に対しまして２，８８７千円の減

額となっています。 

この主な要因は、月曜日を運休したことに伴い、１３節委託料の福祉バス運転委託

料などが減額となったことによるものです。 

 次に、５４ページをお願いします。 

 ２款５頄統計調査費でございます。 

 統計調査は国からの委託事業でありまして、平成２５年度は２目の工業統計調査、

１０目の住宅土地統計調査、及び１４目の住生活総合調査が実施されますので、これ

らに要する経費をそれぞれに計上しています。 

 次に、８５ページをお願いします。 

 ６款１頄３目観光振興費でございます。 

 前年度に対しまして、１，１１８千円の減額となっています。この主な要因は、登

山マップ作成関係費の減額によるものでございます。 
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 次に、８６ページです。 

 内容でございますが、１３節委託料、筑前町バスツアー業務委託料１５０千円、こ

の事業は、観光振興の一環として取り組むもので、経済効果をもたらすものでありま

す。年３回のバスツアーを関係事業者に委託しまして、平和記念館を起点に、みなみ

の里へ案内し、さらに農産物の収穫体験などを盛り込むことを考えております。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

一木委員 

 一木委員  資料のほうでお尋ねしたいと思います。 

 №１資料でございます。ページは、１６ページでございます。 

 こちらのほうには、大刀洗平和記念館事業の予算関係は、今説明をいただきました

けれども、入館者のほうが下のほうに記載されてございます。 

 ２４年度が１２万８千人、予算編成ということに対しまして、２５年度は９万人の

入館予定ということで、この対前年比で３０％、入館予定が減ということでございま

す。 

 いろいろご努力等をなされてございますけれども、現状等に見合って、そういうふ

うに下げられたものかなとは思われますけれども、やはり努力をしていくことも大事

なことじゃないかなと思います。 

 主な、この入館者が減になっておりますけど、要因的なものについてですね、どの

ようにお考えなされてあるものか、お尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お筓えいたします。 

 仰せのとおりですね、２５年度は９万人ということで、入館者を見積もりまして予

算計上をしているところでございます。 

 今年度、２４年度がですね、補正予算にも減額補正をお願いいたしておりますけれ

ども、９万人見込んでいるところでございますけれども、いくらかそれよりも上回り

まして、９万３千か４千ぐらいはいくんじゃないかと、そのように見ているところで

ございます。 

 確かにですね、できまして丸３年が過ぎまして、だいぶ認知は進んでいるものと思

っております。しかしながら、いろいろ営業面で努力はいたしておりますけれども、

なかなか個人の入館者が期待したようには入館していただいておりません。 

 団体のほうはですね、いくらか学校関係を中心に、いくらか入館をしていただいて

いる状況でございます。 

 そういうことで、当初に比べますと、ずいぶん下回っておりますけど、何とか９万

人は確保したいということで、本当に２５年度はですね、さらに、先ほど申し上げま

したとおり、旅費なんかもかなり増額をいたしまして、頑張っていきたいと思ってい

ます。 

 何が原因かと、減員となった原因は何かと言われますと、非常に筓えづらいのであ

りますけどですね、なかなか１人の人が、また次にですね、２回目入館していただけ

るというのは、なかなか難しい面があると、現実的には思っています。 

 したがいまして、今後につきましては、学校とか団体、毎年毎年来てくれるような、

そういったところに力を入れてですね、とにかく入館者確保をしてまいりたいと考え

ております。 

 そういうことで、筓弁にさせてもらいます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  多範囲にわたってのご努力をなされてございます。 
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 企画展とか、そういったことも催しもなされてございますし、また、町も観光とか

いろんなことにも力を入れているところでございますし、みなみの里とか、いろんな

繋がりをですね、高めることも含めながら、今のご努力とさらなるご努力をいただき

ながら、今後、この館が独立的にですね、自立的にいい結果を作っていくことが求め

られるわけでございますので、ひとつ尐なく見込みを減らしていくということになら

ないように、ひとつさらなるご努力をお願い申し上げたいと思います。以上でござい

ます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  まず、資料の№２の１２ページですけれども、公共交通利用促進整備事業の駐輪場

等整備、これが、今年度全く計上されておりません。 

 町長選の関係なのかな、政策的なことでということかなというふうには想像いたし

ます。その点の説明を求めたいと思います。 

 それとですね、予算書の３８ページ、市町村会館運営費負担金、これが増額になっ

たということの説明でございまして、内容等は耐震診断をするということでございま

す。 

 当然、このような、いつ災害が起きるか分からないということで、そういう診断等

をしっかりやっておくということは、十分理解できるんでございますが、じゃあ果た

して、この市町村会館が、筑前町として、どれだけの役割を今後果たしていくのかと

いうことも、問われてくるんじゃないかなと思います。 

 筑前町の方たちがどれだけあそこを利用なさっているのか、私が思い描くのは、広

域圏の会議があることぐらいかなというふうに、筑前町の目線で見たときにですね。 

 それで、筑前町と市町村会館との今後の関係性と言いますか、それについてお尋ね

をいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  １点目のバス停の駐輪場の整備関係予算が計上されてないということでございま

すけれども、仰せのとおり、政策的な経費だと思っておりますので、６月補正でお願

いすることになると思っております。 

 ２点目が、市町村会館の件でございますけれども、市町村会館を今後有効に活用し

ようという、そういったことで議論をしておりまして、何分あちらもかなり経年をし

ておりますので、耐震診査をやって、間違いなく耐震力があるのかですね、そこら辺

をまず見極めなくてはいけないと。場合によっては耐震力がないということで、相当

な補修工事もしなくちゃいけないような事態になってですね、かなり経費もかかると

いうことになりましたならばですね、その処分をどうするのか、解体という処分方法

もあると思いますしですね、そういった前段として、まずは今の建物の耐震力をまず

は調査しないとですね、議論が前に進まないじゃないかということで、こういった調

査をするようになっております。以上でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  市町村会館におきましては、まずは有効活用のための耐震調査なんだということを

理解はいたします。 

 これから筑前町にとってですね、どういうふうに、本当に果たして有効活用ができ

るのかどうなのか、今後の検討課題に、わが町としてなるんじゃないかなと思います

ので、その点は十分町として判断をしていただきたいと思います。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  ２点、質問をいたします。 

 １つは、甘木鉄道の関係でございます。 

 安全輸送の分で、２７年度までということで経費が計上されておりますけど、利用
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者の推移、どれぐらいの利用者があるのかという部分が１点。 

 もう１点は、男女共同参画センターの件ですけれども、ここ数年、毎年かなりの修

繕費がかかっているということで、今後も計画的に補修をしていくということですけ

れども、具体的な計画がありましたら聞かせていただきたいと思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お筓えいたします。 

 甘木鉄道の利用状況でございますけれども、ちょっと乗車人員がどのくらいかま

で、正確な把握はしておりません。傾向としましては、減尐傾向にあると。それか横

ばいという状況でございます。特に、定期券利用者が減尐しているような状況がある

ようでございます。 

 それから、２点目の男女共同参画センターの関係でございます。 

 補修費をかなり計上いたしております。計画的に補修をして、より長く使っていき

たいと思っております。 

 補修計画でございますけど、向こう３カ年の計画をいたしておりまして、２５年度

が１階の正面玄関を補修するようにしております。 

 それから、２カ所がですね、中２階の出入り口がですね、車いすで出入りができづ

らいようなところがありますから、その２カ所を２５年度はやるということをしてい

ます。 

 それから、２６年度は、１階の通路の床フローリングがかなり盛り上がったりして

傷んでいるところがありますが、それを補修するということ。それから、雤漏り関係

もございますから、そういったことをやるということ。 

 ２７年度が、これもかなりございまして、２階のホールですね、ホールの天井のク

ロスがはがれたりしているもんですから、それらをやるということ。それとか同じく

２階の会議室も同様な状況がございます。 

 そういったことで、かなりですね、２９年経過しておりますので、随分と補修を要

するところが必要になっています。 

 そういうことを補修しながら、より使いやすくしていきたいと考えております。以

上でございます。 

 委 員 長  回筓は終わりですかね。 

企画課長 

 企画課長  甘木鉄道の利用者につきまして、具体的な人数を申し上げます。 

 ２２年度がですね、総利用者が１３４万人余です。それから２３年度が、１２９万

９千人余です。２４年度は、まだ９月、上半期しか把握しておりませんけれども、６

４万７千人余でございます。 

 そういうことで、対２２年度に対しましてですね、２３年度は９７％というような

割合となっております。以上でございます。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  これはまだ今後のいろんな提案になると思いますけれども、やはり南部活性化等も

併せてですね、甘鉄はやっぱり出資しているということで、有効利用が今後、記念館

とかですね、いろいろあるので、その辺との有効利用が今後必要かなというふうに思

います。 

 それと男女共同参画センターのほうですけれども、２７年度までの計画をされてい

ましたけれども、３カ年間で大体どれぐらいの予算計上が計画されているものかとで

すね、施設としてやっぱり耐用年数はあるけれども、やっぱり４０年、５０年と使っ

ていきたいというのは、町の方針ではあると思うんですけれども、今後の全体的な施

設利用を含めてですね、男女共同参画センターを今後も、あと１０年、２０年という
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ふうなスパンで使っていくような形で、今、補修計画が立てられているのかというこ

とを、お聞きしたいというふうに思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お筓えいたします。 

 男女共同参画センターの今後の利用の件でございます。 

 まず、補修経費がですね、向こう３年間で約３００万円ぐらいは要するだろうと考

えています。 

 そうしまして、なかなか私どもはですね、１つの現象が出て、何か雤漏りがすると

か、なんかかんか不具合が出てから対処しようとしますから、そこら辺はやはり計画

的にしなくちゃいけないだろうと思っています。 

 そういうことで、今申し上げましたとおり、今、２９年経過していますから、せめ

てですね、この１０年、１５年はつかっていかなくちゃいけないんじゃないかと、私

自身は考えているところでございます。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  私も、この男女共同参画センターの施設でですね、今、課長のほうから３カ年計画

を言われたわけですが。  

 私たち、これは貸し館業務もされてですね、住民の方も結構使われております。 

 昨年、私たちが議会報告会をですね、あのリブラを借りましてしたわけですが。 

 その中で、議員の方から感じられたことは、やはり受付の照明が暗いと、２階ので

すね。やはり日は当たりません、全然。 

 それで、１０時からだったと思うんですが、それで、その中で、ここは照明をもう

尐し付けていただきたいなというふうな意見が出ていました。 

 それで、ぜひこれは、そんなに費用はかからないと思うんですが、できれば早めに

その対忚をお願いしたいなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お筓えいたします。 

 そういった点、私も気付いておりませんでしたので、現場確認をいたしまして、そ

ういった現状でありますならばですね、改善をしていきたいと思います。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ４２ページのコミュニティ推進費でございます。 

 尐年大使館維持費管理運営等ということで、これが８，９７６千円なんです。 

 これはですね、５区で、尐年大使館でいろいろな行事等、そしてやっぱり地域の皆

様にとっては、何か様々なイベント等されて、大きく利用されているということは聞

いておるところでございます。 

 当初、ここは、コミュニティのモデル事業的に進めていくということで、もう開設

されまして数年経っているわけなんですが。じゃあ、このコミュニティを町として、

今後どのようにやっていくのかというところがですね、示されないまま今日に至って

いるというふうに感じられてならないわけなんですが、筑前町のコミュニティをどの

ように考えていくのか、各行政区の公民館は、各行政区にきちんとあるわけですが、

その点、お聞かせ願いたいと思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お筓えいたします。 

 南部地区コミュニティ運営協議会ですね、今、仰せのとおりですね、町の校区コミ

ュニティのモデル地区として、今、支援をしているところでございます。 

 こういった小学校区ごとのコミュニティ組織というのはですね、今後わが町のまち

づくりにおきましては、不可欠のものだとは思っています。 
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 ただ、現状はですね、それを行政ベースで進めていくのは拙速じゃないかという考

えからですね、南部地区以外につくれなかったというところがございます。 

 したがいまして、コミュニティ推進計画書に基づいてやるべきでございますけれど

も、再度この計画を見つめ直して、見直しが必要であるならば、見直しをしていかな

くちゃいけませんし、いろいろあの計画書自体を見ますとですね、活動の拠点はどう

するんだということも、すぐ課題として上がってまいります。 

 そういうことを考えますとですね、まだまだ補強もしなくちゃいけないと、あの規

約をですね。補強もしなくちゃいけないと思っていますし、そういったものに基づい

て、工程表なんかもですね、きちんと作っていかないといけないと思っていますし、

一言でまとめて言いますと、仕切り直しをしなくちゃいけないんじゃないかと考えて

いるところでございます。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  今、課長のほうから、仕切り直しという発言がございましたけれども。 

 本当に、私たびたびというか、この件、コミュニティに対して、どのように町とし

て考えておるのかということで、質問はしてきたと思いますけれども、本当に進まな

いという現状がございます。 

 そういったことで、これはやっぱり次期町長の新たな課題にもなるのではないかな

というふうに考えますので、しっかり本当に、これがやっぱり町民にとってですね、

また、行政というのは公平、公正さというのも求められていると思いますので、筑前

町の総合的な視点から、きちっと判断していく必要があると思いますので、期待をい

たします。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、企画課を終わります。 

 続きまして、財政課の予算説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  それでは、財政課の歳出の説明をいたします。 

 予算書の３１ページをお開きいただきたいと思います。 

 ２款１頄１目の１１節需用費でございますが、この中の消耗品でございます。 

 ７，７５０千円のうちに、７，５００千円が共通一般の事務用品あるいはコピー用

紙、トイレットペーパーなど、これは教育委員会部局を含んだ町全体の消耗品を計上

いたしておるものでございます。 

 それから、３２ページでございます。 

 １４節使用料及び賃借料でございますが、この中の複写機使用料及び一番下の複写

機の借上料、これにつきましては、本町の印刷室あるいは財政課の複写機の分でござ

います。 

 それから、３３ページをお願いいたします。 

 ３目の財政管理費でございます。本年度５３，３００千円、比較、前年比３，７８

７千円の減でございますが、職員の異動、共済費等の引き下げによる人件費の減によ

るものが大きなものでございます。 

 それから、３４ページでございます。 

 委託料でございますが、５，４６０千円ということで、これにつきましては、昨年

よりも２，３００千円ほど上がっております。 

 この部分については、公会計財務４表の作成支援と公有財産管理システム更新の委

託料でございますが、平成２４年度の固定資産の評価替えがあっております。そうい

った関係で、２４年度分につきましては、資産の評価替えを行う必要があると、２４

年度決算につきまして。そういった関係で、その部分の費用が増額となっております。 
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 それから、３４ページをお願いいたします。 

 ５目財産管理費でございます。９１，７４５千円、１，１３１千円の増額でござい

ます。 

 この目につきましては、本庁舎それからコスモスプラザの維持費、それと公有建物

の保険料、公用車の保険料等の予算になりますけれども、減額したものもございます

けれども、増額要因になったものは、電気料金の改定、これがなされるということで、

九電からの通知によりますと、本庁舎は１１．９％、コスモスプラザは１３．６％の

引き上げという通知が来ています。そういった関係の増額部分、それから、コスモス

プラザと庁舎の管理委託、これが５カ年の長期契約をしておりましたが、これが２４

年度で終わりました。 

 これから、２５年度からまたさらに５年間の長期契約をしていかなきゃならないと

いうふうに考えております。そういったために、若干の増額ということで、その部分

を見ておるものでございます。 

 他の節については、説明を省略させていただきます。 

 次に、３５ページでございます。 

 ６目の財政調整基金から３６ページ、１７目のそったく基金費でございますけれど

も、これにつきましては、元金積立それから利息の積み立てもございますけれども、

元金積立を行います主な基金につきましては、３５ページの９目地域振興基金費でご

ざいますけれども、これにつきまして、まちづくり自動販売機の売り上げプレミアム

分を１，９２０千円。 

それから、３６ページの１３目多目的運動広場整備等基金費に太刀洗通信所の交付

金１１，０００千円を積み立てるようにしております。 

 それから、利子につきましては、総額で３９，６７０千円になりますけれども、こ

れは、それぞれの基金の案分で、それぞれの基金に積み立てていくようにしておりま

す。 

 次に、４０ページをお願いをいたします。 

 ２１目行政情報処理費でございます。２４１，２６８千円、１８８，１８２千円と、

大幅な増でございます。 

 これにつきましては、総合行政情報システムのサポート期間、この部分、電算のサ

ポート期間が、本年９月で８カ年の契約期間修理用というふうになります。このシス

テムの更新業務を行う必要がございます。この更新をしなければ、今後の法律改正あ

るいはウイルス等への対策、そういったものが取れないということで、非常に業務に

大きな支障が出るものでございます。そういったことで、更新委託をするものでござ

います。 

 それから、この目の１節から１２節につきましては、経常的な部分でございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 それと、１３節のブロードバンドの関係、申し忘れておりましたけれども、ブロー

ドバンド施設保守料につきましては、町敷設のブロードバンド整備の保守料として支

出をするものでございまして、この額そのもの、同額をですね、１７款の歳入のほう

になりますけれども、施設の借入収入として受け入れるというふうにしております。 

 それから、４１ページでございます。 

 １４節につきましては、基幹系システムのプログラムの使用料あるいは光ケーブル

の電柱の添架料、ウイルス対策ソフトの使用料等になっております。 

 次の１９節負担金でございますけれども、これは、各種協議会負担金でございます

けれども、電子自治体共同運営協議会負担金につきましては、一般的な運営費等の減

によりまして、昨年よりも２４８千円ほどの減額となっております。 

 それから、２２節の補償補填及び賠償金につきましては、イントラネットの光ケー
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ブルを添架している電柱の移設があった場合のケーブル張り替え等の費用でござい

ます。 

 それから、予算書飛びまして、１３３ページをお願いいたしたいと思います。 

 公債費でございます。 

 元金が１，５６３，０４２千円、内容等につきましては、事頄記載のとおりでござ

いますが、本年度はミニ公募債の償還、２億円を予定をしております。 

 それから、利子でございますが、２９４，４３２千円で、合計しますと、１，８５

７，４７４千円となります。 

 それから、１３款の予備費でございますけれども、これにつきましては、昨年度と

同額の３０，０００千円を計上いたしております。 

 以上で、財政課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  ４０ページです。 

 １３節の委託料、上から２番目ですけれども、基幹系システム更新委託料、８年間

の契約が終わって、新たに更新をするということで、１８３，７５０千円。これは、

８年間分、１年間ですか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 この更新の内容でございますけれども、概略申し上げたいと思います。 

 プログラムをいろいろ作ってですね、電算が動いて、いんな帳票類が出て来るわけ

でございますけれども、これのプログラムにつきましては、いろんな技術がどんどん

出てまいります。 

 そうしますと、セキュリティ対策上ですね、これに対忚しきれなくなるというふう

なことで、新しいシステムが必要になってくると。 

 そういったことで、対忚できなくなりますと、保守契約しているところが保証しき

れないというふうなことで、その保証をしないようになってきます。 

 そういったことで、その保証を打ち切られますと、業務執行ができないというふう

なことで、今までも法改正があるたびに、いろんな部分のですね、何と言いますか、

アプリケーションと言いますか、プログラムの部分を修正をしてまいりました。 

 早く言えば、今のところ、そういった修正を８年間かけてやってきておりますから、

継ぎ張りしたような状態にコンピュータの中がなっておると。これを一新しなけれ

ば、今後対忚できないということで、今回一度にやってしまうというものでございま

す。その経費でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  予算書の３４ページの公会計の件が、１３節の委託料のところで公会計のお話が出

たわけですが。 

 既存の会計処理から、今、公会計はいろいろ何回も研修を受けてきたやにあるわけ

ですが、これは、いつ頃公会計に切り替えると申しますか、そういう見通しは大体持

ってあるのか。 

 それともう１点はですね、メリット、デメリットということですけど、公会計を処

理した場合に、どういったメリットを、そういう考えを持ってあるのか、２点お筓え

いただきたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 会計そのものにつきましては、今やっておるような会計というのは、そのまま続い
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ていくという形になります。 

 何もこれをですね、この会計で今後すべて町費はやり変えてしまいますよというこ

とではございません。そういったことで、ご承知いただきたいと思います。 

 それから、この会計をどうしていくかという質問であったかと思いますけれども。 

 今回の、この説明会の中でですね、この公会計の活用、この部分を尐し、時間があ

まりとれませんでしたけれども、やっていただきました。 

 大きく８頄目に分けてやられたと思いますけれども、そういったことが、やっぱり

今後の活用の１つであろうかと思います。 

 それとやはり今度は、何と言いますか、財産のコストと言いますか、ああいった部

分が、やはり施設別にどういったコストがかかっておるというのを出していくという

ふうな、そういったことをやっぱりやっていくような形がいいんじゃなかろうかと、

また、そういうふうにしていくべきじゃないかなということで、コスト別の計算とか

ですね、そういったものを出していくことになるんではなかろうかと思っておりま

す。以上でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  確かにこれまで財産関係の評価というのは、この指標は私たちもいただいて、これ

までいただいておるわけです。 

 もちろん公会計には、中身としては企業会計的な会計処理だろうと思いますけれど

も、もちろん貸借対照表とか、これはもう企業あたりは必ず定着的な会計処理をされ

ておるわけです。 

 それで、公会計の必要なところだけというふうなことかな、その貸借対照表という

のは活用されないのか、その点はどうですか。 

 いわゆる今の、現状会計では、性質別が報告の中でですね、会計処理の報告の中で、

性質別の分はきちっと説明がされてきておるわけです。 

 それで、公会計、これだけずっと時間かけて、また経費もかけながらですね、何か

活用されるということの中身として、貸借対照表は活用されないのか、お筓えいただ

きたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 活用するから貸借対照表も示して、財務表というのは、この前ですね、お示しをし

たと思います。活用しなければ、あえて出す必要はないと思っております。 

 そういったことで、活用することであるから出しておるということでご理解いただ

きたいと思います。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  予算書の１３３ページでございます。 

 確認をさせていただきたいと思います。 

 ミニ公募債一括償還金ということで、２億円でございますけれども、この２億円に

つきましては、一口いくらの何口であったのか、ということで確認をお願いします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 もう５年前のことでございまして、ちょっと資料も持って来ておりませんので、申

し訳ございません。後で報告させていただきたいと思います。 

 委 員 長  後で報告をさせます。 

金子委員 

 金子委員  ちょっとお尋ねしますけど、財産管理費の中でですね、この本庁舎との節電対策事

業というようなことで、窓ガラスの遮熱塗装と言いますか、そういうのをされておる。



 21 

有効的であればですね、何か節電対策のため、町挙げてでもされるような、いい取り

組みではないかと思っておりますけど、この内容についてですね、説明いただきたい

と思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  これにつきましては、窓ガラスに被膜をすると言いますか、そういった形で、被膜

をしておるかどうか分からない程度の色合いのものでございますけれども、それによ

って、尐し夏場のですね、熱を、温度を落とすという形でしております。 

 現在、ほとんどのところにつきましては、特に南側等、それから朝日の当たります

東側、こちら側に面した面を施設についてしておりますけれども、２５年度につきま

しては、コスモスプラザの２階の会議室、そこをするように予定しております。 

 やはりそれぞれの部屋にですね、温度に対する計測のために温度計を付けておりま

す。やはりそれがあるからかどうか分かりませんけれども、やはり温度は下がってお

る。 

 ただし、これは１０年程度しか保証ができないということでございまして、またそ

れぐらい経ちますと、新たな対策をしていかなきゃならないということがあるようで

ございます。以上でございます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、財政課を終わります。 

 税務課の予算説明を求めます。 

税務課長 

 税務課長  それでは、税務課の説明を申し上げますけれども、本来２人係長がおりますけれど

も、現在確定申告の受け付け中でございまして、非常に今日多くの方が見えてありま

す。私と補佐で対忚いたしますので、ご了解ください。 

 それでは、税務課の予算説明を申し上げます。 

 なお、予算額につきましては、１０万単位で説明しますので、よろしくお願いいた

します。 

 予算書の４６ページをお開きください。下のほうになります。 

 ２款２頄１目税務総務費であります。本年度予算１１３，７００千円、前年度比約

２，９００千円の減となっております。 

 これは、職員の異動等による減が約４，１００千円、産休代替による臨時職員の賃

金１，６００千円の増が主な要因であります。 

 続いて、４７ページをお開きください。 

 これより節の説明をいたします。 

 人件費につきましては、説明を省略いたします。 

 ７節賃金につきましては、先ほどの説明どおりです。 

 ９節旅費及び１１節需用費につきましては、前年度比に対し減となっていますが、

これは、今年度決算見込み及び経費精査によるものであります。 

 なお、１１節需用費の消耗品費が増えているのは、加除式書籍の追録代を消耗品費

に組み替えたものであります。 

 １４節使用料及び賃借料につきましては、コピー機のリース料及び保守料であり、

前年と同額であります。 

 １９節負担金補助及び交付金ですが、主なものは２段目の福岡県軽自動車税協議会

負担金ですが、これは、県下全市町村で構成する協議会でありまして、福岡市に事務

局をお願いしているところです。軽自動車の移動に伴う通知を市町村に行っているも

のであります。 

 次に、下から２段目の地方税電子化協議会負担金でありますが、これは、全国の市
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町村で構成する協議会であり、国税及び年金の特別徴収の情報を集約し、各自治体に

その情報を流す事務処理を行うための負担金となります。 

 ２３節償還金利子及び割引料につきましては、前年と同額をお願いしているところ

です。 

 以上、税務総務費を終わりまして、４８ページ、２目賦課徴収費の説明をいたしま

す。 

 本年度予算４１，１００千円、前年度比１４，２００千円の増となっております。 

 その主な要因としては、平成２６年度評価替えに伴う標準地、１７９地点あります

が、これの鑑定委託及び平成２６年１月から始まる事業所からの給与支払報告書、電

子申告に対忚するためのシステム導入によるものであります。 

 それでは、節の説明をいたします。 

 １節報酬と９節旅費につきましては、嘱託職員が２名から１名に減員となりますの

で、前年度比の半額となっております。 

 １１節需用費の印刷製本費につきましては、各税の納付書等の印刷代であります。 

 １２節役務費につきましては、各税の納税通知書の郵送料であります。 

 １３節委託料、約３５，０００千円の主なものとして、最初の人材派遣委託料につ

きましては、申告時の繁忙期に派遣社員の委託をお願いしているところです。一番多

い時で約１１名となります。 

 次に、５番目の土地地目現況調査委託料でありますが、これは、前年度から実施し

ています農地の標準地の見直し作業によるもので、３カ年事業の２年目の業務であり

ます。平成２６年度で終了の予定です。 

 次に、下から４番目のｅＬＹＡＸ ＡＳＰサービスにつきましては、国税連携及び

年金の特別徴収に係るデータ作業及びその保守料でありますが、冒頭に申しました平

成２６年１月から始まる事業所から出される給与支払報告書電子申告に対忚するた

めのシステム導入による経費もここに含まれております。 

 一番下の給報等パンチ委託料につきましては、これまで給与支払報告書の入力につ

きましては、派遣社員により役場で入力していたものを、より専門的知識を有し正確

性を図る上で外部委託するものであります。 

 以上、税務課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

内堀委員 

 内堀委員  ４８ページの一番最後の説明ですけれども、派遣職員から外部委託にされるとい

う、給与等のパンチ委託料です。 

 外部に委託することによる計上ということですけれども、それほど専門的な知識

が、今やっていること以上に必要だったのかということをお聞きしたいんですけれど

も。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  作業は単純ではありますけれども、外部委託しているところは、それだけを専門的

にやっている事業所があります。今、派遣社員に委託しているのは、それは専門では

ありません。 

 パンチ委託のみをする業者でありますから、より専門的というふうに考えておりま

す。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  それを外部委託することによってですね、経費面でもかなりの節減ができるという

ことでしょうか。 

 委 員 長  税務課長 
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 税務課長  かなりとは言いませんけれども、わずかながら経費は削減できます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、税務課を終わります。 

 続きまして、納税推進室の予算説明を求めます。 

納税推進室長 

納税推進室長  予算書４８ページ、及び４９ページになるかと思います。 

 ２款２頄３目納税推進費でございます。本年度予算６，８０７千円でございまして、

前年度予算６，９１６千円との比較で、１０９千円の減でございます。 

 それでは、各節ごとに簡単に説明いたします。 

 １節報酬３，８０９千円は、嘱託職員、非常勤職員の２名分でございます。 

 ９節旅費、１１９千円のうち費用弁償は、非常勤職員の通勤手当相当分でございま

す。 

 １１節需用費１，０９８千円の主なものは、封筒及び督促状、催告書、口座振込不

能通知書、圧縮ハガキの印刷代が主なものでございます。 

 次に、１２節役務費の１，５１６千円の通信運搬費は、切手代でございます。 

 手数料は、インターネットの公売手数料、その他でございます。 

 １３節委託料２００千円は、公売に係ります動産及び不動産の鑑定委託料の予算で

ございます。 

 １４節、１万円は予算書のとおりでございますが、有料道路使用料８千円は、差し

押さえは時間の問題というところがございますので、遠い銀行及び高速等を使用する

ための予算でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金４０千円は、朝倉地区児童・生徒の税に対して行う、

いわゆる教育でございまして、租税教室の推進を行う朝倉市、東峰村と筑前町、１市

１町１村の負担金でございます。 

 以上で、納税推進室の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  今、保育料とか、それぞれの課で徴収されているじゃないですか。 

 大概滞納されている世帯はかぶっていると思うんですよ、税金の滞納と保育料の滞

納、町営住宅家賃の滞納。 

 それぞれの課で対忚しなくて、納税推進室一本ですることはできないんでしょう

か、お尋ねします。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  私の立場では筓える範囲が限られておりますので、現在どのような対忚をしている

かだけ、簡単に説明させていただきます。 

 ご質問のとおりですね、年に１、２回、今、議員がおっしゃいました、例えば保育

料とか下水とかですね、住宅とかですね、そういう担当課長会は以前から行われてお

りました。 

 それでは、担当課長だから中身の深い面には入り込めないだろうということで、２

３年度１回ぐらいしまして、２４年度２回ぐらいしましたけど、担当者会議というの

を設けております。 

 いわゆるすべて税、料含みましてですね、実際それに、徴収にタッチしている、今

おっしゃったような課もすべて含みますけれども、７課か８課になるかと思います。

集めていろんな協議をしております。 

 その中で、議員がおっしゃったような意見は、多尐担当者の間では出てきているの

は事実でございます。 
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 それは、政策的なものがありますから、私のほうでは筓えることができません。 

 それと、おっしゃっておりますが、例えば差し押さえに関しましては、ほとんどの

議員がご承知かもしれませんけれども、下水道課がですね、２３年度よりも２４年度

はだいぶ差し押さえを充実してきていると思っております。 

 実質、うちの納推の職員と一緒に差し押さえ、いろんな金融機関等も行っておりま

したが、２４年度から完全に一本立ちで、下水道で単独で回られておりますので、件

数も、割合はまだ納税推進室よりは尐ないですけれども、確実にノウハウはマスター

しているんじゃないかと思っております。 

 おっしゃいました、こども課もそのような感じで、職員が、マスターできる職員が

１人いると確信しております。 

 だから、横の繋がりはだいぶできてきていると思いますので、そういう組織のこと

に関しましては、私のほうから筓えることができません。今の現状は、そういう状況

でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  町長はどんな考えでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  副町長 

 副 町 長  税等の徴収対策本部長をしておりますので、その立場で、私のほうより回筓いたし

ますけれども。 

 今、河内委員が言われましたようなことをですね、昨年来より検討いたしておりま

す。 

 まずは一元化しようじゃないかと。使用料、今いわっしゃった、町営住宅とかそう

いったものの使用料、保育所の関係もありますけれども。それから税等の関係、そう

いったもので、年３回だったかな、対策本部を作って、４０名から５０名で回ってお

りますけれども、それとは別にですね、やはり徴収に回っております。各課が。 

 そのときに、河内委員が先ほど言われましたように、「この前もきとったばい」と、

下水道で、今度はまた税なということで、同じようなことがありますので、そういっ

たことがないようにということで、まずはですね、そういったふうな滞納の一覧、一

覧と言いますかね、そういったものを一元化したらどうかと。 

 そういった中で、情報を共有する中で、ＡさんならＡさんのところに行ったときに、

こういったふうな税もあります。使用料もありますよと、どんなふうでしょうかと行

けば、いっぺんで済むということで、機構じゃなくて、そういったふうな横の連絡を

しながら、情報を共有しながら徴収に行くと、そういったことを検討しておる段階で

ございます。 

 将来的には、やはりそれを今度は、朝倉市は、使用料関係で、一定の金額以上の高

額滞納者、その方については、納税推進室に委託をして徴収に行ってもらうというよ

うな方法もあるようでございますので、そういったものも十分検討しながら、２５年

度についてはですね、そこら辺を十分検討しながら進めていきたいという、考えを今

持っておるということを、回筓させていただきます。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、納税推進室を終わります。 

 住民課の予算説明を求めます。 

住民課長 

 住民課長  住民課と人権・同和対策室でございます。 

 まずは、住民課のほうから説明させていただきます。 

 予算書の３６ページをお願いいたします。 

 ３６ページの下のほうでございます。 



 25 

 ２款１頄１８目総合支所総務費です。本年度予算額１３，５６６千円、前年比で４，

１７６千円の減となっております。 

 この減の主な要因は、前年度の耐震診断委託料４，２４４千円の減によるものでご

ざいます。 

 この目では、総合支所の施設関係の維持管理費用を、それぞれの節に計上している

ものでございます。施設管理の委託料、電気料金の光熱水費、電話料の役務費が主で

ございます。以上でございます。 

 次に、尐し飛びまして、４９ページをお願いいたします。 

 ４９ページ、２款３頄１目戸籍住民基本台帳費でございます。本年度予算７３，５

６０千円、前年比７，８８９千円の増となっております。これは、戸籍総合システム

サーバー等更新委託料１３，２３９千円による増が主な要因でございます。 

 その内訳としましては、２つの業務を想定しております。 

 １つ目は、戸籍総合システムをサポート機関が終了します WindowsＸＰから

Windows７にバージョンアップしまして、法改正に対忚できるようにするものでござ

います。こちらの分で１０，４５６千円を予定しております。 

 ２つ目の業務としましては、戸籍副本データ管理システム構築の委託料としまし

て、２，７８３千円を想定しております。 

大規模災害時の戸籍の消失を防ぐために、電子情報を東日本エリアに保管するとい

うものでございます。基本的には国費による配備ですけれども、ＬＡＮ回線の接続並

びにデータ変換などが町の負担となっておるところでございます。 

他に、この目の主なものでございますけれども、１節の報酬、それから、次の５０

ページの９節旅費の費用弁償、これは、嘱託職員３名分でございます。 

 １１節需用費の消耗品費、このうち４００千円は、戸籍関係等の書籍の追録代でご

ざいます。 

 １２節役務費の手数料２５千円、電子証明書発行手数料で、５００円の５０件分を

計上しております。 

 １３節委託料、先ほどのサーバー等更新手数料の他に、その上の行でございます。

人材派遣委託料で１，４９２千円を計上しております。４月、５月の２カ月分で、３

名分を計上させていただいております。 

 育児休業代替の嘱託職員が３月末で辞められることから、５月までの２カ月間を派

遣委託とするもの、それによって１名分。それから、４月、５月という窓口繁忙期の

派遣委託が、本庁と支所で２名分でございます。 

 他は、前年同様機器の保守委託でございます。 

 １４節使用料及び賃借料、これは複写機や機器の借上料や使用料でございます。 

 続きまして、飛びまして５９ページをお願いいたします。 

 人権・同和対策室でございます。 

 ３款１頄２目人権対策費、本年度予算１６，２６７千円、前年比３，００４千円の

増となっております。 

 増額の主な要因は、啓発活動充実の新規事業といたしまして、１５節、各公民館へ

の啓発看板設置工事１，９８５千円、それから、１１節需用費の消耗品の中でござい

ますけれども、啓発の懸垂幕作成代２８１千円を計上しております。 

 懸垂幕は本庁舎と、それからコスモスプラザの２カ所分を予定しておるところでご

ざいます。 

 また、増の要因としましては、１３節の人権啓発活動活性化事業委託料８３９千円、

こちらは人権啓発活動県補助金で満額見ていただけるものでございまして、２５年度

は久留米地域の北部地区で、筑前町が担当となっておるところでございます。 

 別途に催すんではなくて、７月の同和問題啓発強調月間の講演会、こちらを拡充さ
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せまして、事業委託をしようとするものでございます。 

 この他、主なものだけを説明させていただきます。 

 １節報酬、人権施策推進審議会委員の報酬で、２年任期の交代年のために２階分を

計上しております。 

 １１節需用費、この一番上の人権の花運動消耗品費１１４千円、先ほどの県補助金

によるものでございまして、２５年度は三輪小学校の３年生、１１５人を対象に計画

をしております。 

 それから２つ飛びまして印刷製本費１，０６１千円、これは、全世帯に配布してお

ります人権啓発冊子カレンダー、「ひらけ未来に」やポスター等の印刷費でございま

す。 

 １９節負担金補助及び交付金、昨年と同額でございます。同和事業促進費補助金と

朝倉地区同和対策推進協議会負担金、こちらは朝倉地区の３市町村の協議によりまし

て決定されているものでございます。 

 ２３節の償還金利子及び割引料、これは、過年度分の専修学校貸付金の返還金とい

うことでございまして、２４年度に返還されました２名分を県のほうに返還するもの

でございます。 

 続きまして、下のほうでございます。 

 ３目隣保館運営費、本年度予算１３，６８６千円、前年比３，２７３千円の減とな

っております。これは、前年度の隣保館大規模改修工事設計委託料２，７５３千円の

減よるもの。並びに６０ページの１４節パソコン借上料、こちらが再リースとなりま

すことにより、５８７千円の減額となったことによるものでございます。 

 事業規模については、前年とほぼ同じでございます。 

 なお、隣保館の大規模改修工事につきましては、６月の補正予算を計画しておりま

す。以上でございます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  ５９ページです。 

 １９節負担金補助及び交付金、一番上の同和事業促進費補助金、これは、部落解放

同盟に対する補助金と思います。いつになったら見直しをされるんでしょうか、お尋

ねします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お筓えいたします。 

 部落解放同盟の朝倉地区協議会に対する補助でございます。 

 こちらはいろんな、まだ残念ながら同和問題に関しまして、様々な差別発言であっ

たり、差別落書きであったり、まだまだ残念なことに解消するには至っていないとこ

ろでございます。 

 町も必死にいろんな機会を通しまして、啓発並びに教育を充実させるべく取り組ん

でおるところでございます。 

 新年度も、啓発教育と申しますのは、これをしたら大丈夫というものはございませ

んので、もう試行錯誤でありとあらゆる方向性を探っていくということをしておりま

す。 

 先ほど申しましたように、懸垂幕で啓発でありましたり、各地区の公民館に看板を

設置しまして、目に留まるところにおいていただこうというのも一環でございます。 

 それと併せまして、部落解放同盟の朝倉地区協議会におかれましても、町と同じよ

うな形で、人権並びに同和問題に対する啓発活動等を取り組んでいただいております

し、差別事案が発生したときには、町と一緒になって教育啓発ということで、その住
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民であったり、組織体であったりということに対する取り組みを、一緒にしていただ

いたところでございます。 

 早く部落問題というのがなくなるという日が来るとよろしいわけでございますけ

れども、まだまだ根深く残っておるという実態、これに伴いまして、未だまだこの補

助金につきましては、存続するという考えでございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  減額とかは考えないんですか。減額。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  減額、過去、平成１０年ぐらいでしたかね、そのくらいから、３年なり５年なりと

いうことで減額した歴史がございます。 

 その次の段階の減額と言いますのが、今、朝倉地域で、まだ継続中なんですけれど

も、仮の名称で、人権啓発情報センター、それを設立に向けまして、３市町村で今、

随時検討しておるところでございます。 

 その人権啓発情報センターの形が見えまして、実際に動き出して、啓発教育という

ものの強化、そこが核となってしていこうということで、効果が出てきた段階で、次

の協議をいたしましょうという形になっておりますので、現段階では、そちらのセン

ターの設立という段階が、次のタイミングかと思われます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  その情報センターの設立はいつ頃されるというか、目指しているんでしょうか、お

尋ねします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  こちらは筑前町だけでつくるということではございませんで、３市町村で一緒につ

くろうという、スペシャリストの集合体という形を目指しております。 

 その関係で、まずは設立形態をどうしようかというところで、今、準備会という形

で協議をしておる段階でございます。 

 協議会でありましたり、内部組織の共同設置というのも、２０年度の法改正で新し

くできるようになったというふうなことでございますので、いろんな方向性というの

を検討しておる段階でございます。 

 これの一定成果部分というのをまとめまして、現状経過報告、そして２５年度には

一定の方向性というのをお示しできるような形まで持っていきたいと考えておると

ころでございます。 

 そして、２６年度、２７年度ぐらいには、何とかスタートを切れたらいいなと思っ

ておるところでございます。 

 ほんと、ずっと以前からの懸案事頄で継続しておりまして、随分と長きにわたって

おりますので、そろそろ形を出すような形の時期であろうと思っておるところでござ

います。以上です。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  時間外窓口業務について、お尋ねをいたします。 

 毎年出てくるんですけれども、検討をするということでお話をしていただいたと思

いますけれども、その後どのようなふうになっているのか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  正直申しましてですね、いきなり言い訳がましいんですけれどもですね。 

 ほんと私ども住民課窓口で、去年の４月段階で総合支所の課長補佐が病気によりま

してですね、身体的病気によりましてお休みということで、１年間欠員のままでござ

います。 

 そして、本庁舎のほうも係長が身体的病気によりまして、今、病気休暇中というこ
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とで、ちょっと四苦八苦の状態でですね、現場のほうで具体的に検討というのがなか

なか厳しい状況でございました。 

 前回、決算審査特別委員会のときにもお話ましたように、費用対効果という部分が

非常に悩ましいところでございまして、住民サービスはどんどん拡充したいと。され

ども時間外勤務であったり、そういうものが増えてしまうと、どうなんだろうという

こともございますので、ギリギリのバランスのところを、さらに引き続き検討してい

きたいと考えておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  引き続き検討ということですけれども、今後合併１０年を迎えるにあたって、施設

の統廃合なり機構改革がですね、きちんとなされるべきではないかというふうに思っ

ておりますので、全体的なものを考えてですね、ぜひ実行性のある検討をいただきた

いというふうに思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ６０ページです。 

 隣保館運営費の中の１報酬、下の段ですけれども、生活相談員報酬、５０４千円上

げてありますが、何名分で、相談件数はどれくらいある予定なのか、昨年の実績でも

いいですから教えてください。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お筓えいたします。 

 生活相談員報酬５０４千円は、７名分でございます。 

 こちらは、どこかに集合的に出て来ていただいて、相談をしていただくという 相

談日的なことではございませんで、各地域の中に諸々の日常相談の中で、常時相談業

務を１年間継続して取り組んでいただくというものでございます。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、住民課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩します。 

 午後１時から再開いたします。 

（１１：５１） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  先ほどの一木議員のミニ公募債の件で、財政課長からの発言の申し出があっており

ますので、これを許可します。 

財政課長 

 財政課長  午前中の財政課の予算説明の中で、一木議員から質問がございました、ミニ公募債

の当時の募集の状況でございますけれども。 

 １口１０万、最高５０口で、５００万ということでございます。８０人の方が該当

されております。以上でございます。 

 委 員 長  それでは、健康課の予算の説明を求めます。 

健康課長 

 健康課長  健康課でございます。 

 まず、５６ページをお開きいただきたいと思います。 

 ５６ページから３款１頄１目社会福祉総務費は、健康課分につきましては、人件費

のみですので省略いたしますが、５８ページの２８節操出金は、財政課担当になって

おりますけれども、すべてが国保に対するものということで、説明をしておきたいと
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思います。 

 ３款１頄１目社会福祉費の２８節操出金が１５７，２３８千円ということで、対前

年度比５７．８％の減ということになっております。 

 これにつきましては、昨年度まで計上しておりました国民健康保険への法定外の繰

り入れ２億円を骨格予算ということで、計上を見送ったためでございます。 

 その他の操出金につきましては、法律により定められているものですけれども、ほ

とんどが減額になっております。 

 国保安定基盤負担金につきましては、保険者支援分ということで、低所得者が多い

保険者を支援するものと、保険料軽減分ですが、１．８％の減です。 

 操出金につきましては、説明欄のカッコ書きのとおりに分けて明示しておりますけ

ども、人件費相当額が１２．４％の減です。 

 出産一時金に対する分は、昨年同額でございます。 

 財政安定化支援分につきましては、被保険者の忚能保険料の負担能力に対する分、

病床数が多いことによる影響に対する分、高齢者が多いことによる影響分に対するも

ので、１２月に県よりいただく資料で、その年の分を確定しますので、現時点では前

年度の実績によるほかなく、２４年度実績を計上しております。３６．４％の減にな

っております。 

 次に、６１ページをお願いいたしたいと思います。 

 ６１ページ、４目国民年金費につきましては、ほぼ昨年と同額でございます。 

 同じく６１ページ、５目老人福祉費で、６３ページの１９節、後期高齢者医療療養

給付費負担金につきましては、広域連合の試算に基づき計上しておりますが、広域連

合へ直接納付する分で、６．４％の伸びになっております。 

 また、この１９節の中には、健康課分としまして、はり・きゅう・マッサージ施術

費補助金がございます。 

 次に、下の方の２８節でございます。 

 操出金につきましては、事務費操出金のうち、町で使う事務費２，０６８千円以外

につきましては、広域連合の試算に基づいて計上しております。全体で１．５％の増

でございます。 

 次に、６５ページ、７目でございます。重度障害者医療対策費でございます。 

 ２０節扶助費につきましては、医療費に充てる分でございますけれども、２４年度

実績を参考に計上しておりますが、２３年度から支払いが減尐しているということ

で、５．９％の減で計上いたしております。 

 ８目ひとり親家庭等医療対策費の２０節扶助費につきましても、２４年度実績を考

慮し、１２．５％の減で計上いたしております。 

 次に、６８ページでございます。 

 ２目児童措置費でございますけれども、この目につきましては、子ども課と共有し

ておりまして、健康課分につきましては、主に児童手当に関する分でございます。 

 １節の嘱託職員報酬は、児童手当担当の嘱託職員分の報酬でございます。 

 ９節旅費に６７千円、１１節需用費に１４０千円、１２節役務費、通信運搬費に８

１３千円、それと１３節、自動手当システム保守管理委託料として１１４千円が健康

課分でございますが、２０節の扶助費、この分が児童手当分になります。 

 ２４年度までは制度が何度も変わりましたけれども、２４年度から制度も落ち着い

たということで、ほぼ昨年同額で０．３％の増で計上いたしておるところでございま

す。 

 次に、７１ページでございます。 

 ５目乳幼児医療対策費でございます。 

 乳幼児医療は、高度な医療費の影響と無料化の拡大で２３年度まで増加しておりま
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したが、２４年度から安定してきたということで、ほぼ昨年同額を計上いたしており

ます。 

 続きまして、７１ページからの４款１頄１目でございますが、保健衛生総務費は、

７２ページで賃金を新設しておりますけれども、産休、育休等の対忚のために計上し

ております。 

 次に、７３ページの１９節でございますが、休日夜間急患センター運営管理費負担

金に、２４年度から小児救急事業費分も含めまして計上いたしております。 

 これにつきましては、広域圏におきまして、委託料を決定するときに、医師会と一

体で交渉しているということで、案分程度で分けておりますので、もう一体で計上さ

せていただいております。１，８３１千円の増額になっています。 

 この分につきましては、小児科医師の待遇改善と看護師の増員の必要が生じたため

でございます。 

 また、休日夜間急患センターの利用方法が、まだ定着しないというようなこともあ

りまして、朝倉地域で広報等によって定着を図って、増収に繋げる努力をすることを

申し合わせています。 

 増収になれば、当然、市町村の負担が減りますので、広報等を継続していきたいと

いうふうに思っております。 

 他の分については、ほぼ昨年並みでございます。 

 次に、２目母子衛生費につきましては、５，０００千円ほどの増額になっています

が、主に２０節扶助費で、未熟児養育医療が県から移管されたことによる分でござい

ます。 

 入院加療を必要とする未熟児に対しまして、指定医療機関における医療費の自己負

担分について公費を助成するものですが、通常年間多くて２、３件程度というような

ことで聞いております。 

 １件ほぼ２０万から３０万円程度になるんですけれども、生活保護世帯の場合、全

医療費の補助ということになり、１件が５００万ほど必要になります。そのようなこ

ともあって、そのような数字になっております。 

 ２３節償還金につきましては、妊産婦検診支援事業補助金の返還金を計上していま

すが、補助の原資が県の基金ということで、精算が早いということもありまして、次

の６月議会では間に合わない場合もということがありまして、概算額で計上いたして

おります。 

 次に、７４ページ、３目予防費につきましては、２４年度から母子保健事業がこど

も課から健康課へ移管されたことに伴いまして、予算の整理をしました関係上、４３，

０００千円ほどの大幅になっておりますけれども、２４年度まで健康推進費に上げて

おりました子宮頸がんの予防接種分、１３節委託料に１４，１２１千円と定期インフ

ルエンザ予防接種委託料１７，３７６千円、さらに１９節負担金補助及び交付金に、

若年インフルエンザ予防接種助成金１０，５８２千円を移設したことが主な理由で

す。 

 １３節では、予防接種委託料として計上しています子宮頸がん、ヒブ・肺炎球菌の

予防接種が定期接種になることが閣議決定されております。 

 また、予防接種委託料でポリオ分が２４年度の９月から生ワクチンの集団接種か

ら、病院などでの不活化ワクチンの予防接種になり、また、１１月から４種混合で接

種が可能になりました。その委託費が５，０００千円ほど増額になっております。 

 次に、７５ページ、４目健康推進費につきましては、先ほどの逆で４４，０００千

円ほどの減額になっています。 

 他にも１３節委託料、女性がん検診の委託料を実績により２，０００千円ほどと、

介護予防施策評価システム借上料がリース期間の満了により、再構築までの間２，０
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００千円ほど減額になっています。 

 検診事業は、２５年度も女性がん検診以外は、国保の特定健診と同時に行いますけ

れども、地域健診と予約制の確立を目指しています。 

 予算的には、特に特別な予算を必要としませんので、ほとんど２４年度と同様な予

算の中で行っていきたいというふうに思っております。 

 次に、７６ページの６目そったく基金事業でございますが、健康づくり推進モデル

地区事業への補助金でございます。 

 骨格予算ということで、現在事業継続中の６地区の事業費のみを計上いたしており

ます。以上でございます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  ７５ページ、１３節委託料ですが、一番下のクーポン券封入封緘業務委託料、これ

は、封筒に入れて封をして送っていただくというような委託料だと思うんですが、こ

れを委託に出すような仕事かというのと、クーポン券を送って受診された方が８３

名、去年、ですよね。無料クーポン券。しかいないと思うんですけれども、クーポン

券をまた今年もやる、続けてしていくつもりなのか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  クーポン券の封入つきましては、まず、枚数的には２，６００枚程度ございます。 

 検診の事業時におきましては、いろんな特定健診等も重なりますしですね、いろん

な封入作業が出てきます。 

 事務的な部分を健診率の向上のほうに向けるというような意味合いもございまし

て、できる事業についてはなるべく外部発注を行っていきたいというようなことで上

げております。 

 それと無料クーポン券については、２５年度も継続して行っていきます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  今、クーポンの対象者が２，０００件とおっしゃいました。６９８じゃないですか

ね、２４年度。お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  今、議員がおっしゃられている無料クーポンは、国保の特定健診の無料クーポンだ

と思います。 

 これにつきましては、女性がん検診のクーポンと大腸がん検診の無料クーポンでご

ざいます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  予算書では６９ページの一番上の方の段でございます。児童手当費でございます。 

 資料のほうでは、№１の資料の２５ページでございますけれども、児童手当費で５

１８，５２０千円ということでございます。 

 国庫支出金３６１，０１６千円、県支出金が７８，７５１千円ということで、差し

引きますと、町のほうが７８，０００千円ほどかなということになると思います。 

 対象児童数と申しますか、算定の児童数が何人になっているかということをお尋ね

したいと思います。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  延べ数で申しまして、４５，８９６名で見込んでおります。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、健康課を終わります。 

 続きまして、福祉課の予算説明を求めます。 

福祉課長 
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 福祉課長  福祉課です。 

 予算書の５６ページです。 

 ３款１頄１目社会福祉総務費、２８２，０７１千円。 

 １節報酬３，１４７千円、このうち社会福祉委員報酬３，０７５千円、民生委員、

児童委員、協議会の委員、４８人の報酬です。 

 ２節から４節、次の８節につきましては、省略をいたします。 

 ５７ページです。 

 ９節旅費７３４千円、主なものは、民生委員さんの定例会による費用弁償５７６千

円、研修旅費１４４千円は、民生委員会の日帰り研修でございます。 

 １１節需用費１，４７０千円、健康福祉館の修繕料が主なものです。 

 ２４年度から計画的に進めております軒先の天井張り替え予定でございます。これ

と別に、玄関内側、外側の自動扉センサーを故障のため修理予定でございます。 

 次に、５８ページです。 

 １５節工事請負費４９６千円、戦没者忠霊塔の案内板を、三輪地区、夜須地区それ

ぞれ１基設置をするものです。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金３７，３７４千円、各種団体の補助金ですが、

主なものは社協への補助３５，９３７千円、社協職員の給料、役員報酬、事務的な補

助でございます。 

 次に、尐し飛びまして６１ページです。 

 ５目老人福祉費９４０，５９６千円、１節報酬１１，９４９千円、地域包括支援セ

ンターが、介護保険広域連合本部から町に移管することに伴い、前年度対比で５，２

００千円の増です。 

 地域包括支援センターの３職種である専門職員の社会福祉士１人、介護支援専門員

３人の報酬、さらに従来から介護保険朝倉支部に派遣しております嘱託職員１名の報

酬でございます。 

 ２節給料から４節共済費までは省略をいたします 

 ６２ページです。 

 ７節賃金１，７５８千円、主なものは地域包括支援センターの町移管に伴う臨時職

員１人の賃金です。  

 １２節役務費１，１０１千円、通信運搬費７８６千円、主なものは、地域支援事業

での基本チェックリストの配布及び回収等に伴う通信運搬費です。要介護者を除く６

５歳から７４歳の３，４００人を対象といたします。 

 次に、１３節委託料７３，７３４千円、主なものは、介護予防事業２５，２３７千

円、配食サービス、いきいきサロン、デイサービス、ヘルパー派遣事業等の内容でご

ざいます。 

 老人保護措置費３３，６００千円、老人福祉法の規定に基づく措置で、１４人の予

算計上でございます。 

 次に、６３ページです。 

 １８節備品購入費８４７千円、公用車購入費８１７千円、地域包括支援センターの

町移管に伴い、日常の訪問業務に必要であり購入をするものです。 

 １９節負担金補助及び交付金６９９，４２１千円、健康課分を一部含んでおります

が、福祉課分としては３５３，４０１千円です。 

 主なものは、福岡県介護保険広域連合負担金３２７，４７７千円、介護給付費の増

を要因として、約１３，８００千円の増でございます。  

 次に、見守りネットワーク補助金１，９３０千円は、地域の力を活かした行政区ご

との見守り体制に対する補助金で、全５１行政区の予算計上でございます。 

 ６目障害者福祉費５２５，６５１千円、６４ページになります。 
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 ８節報償費１２３千円、２４年度からの権限移譲に伴います、相談業務に伴う相談

員５人の謝金です。 

 委託料、１３節委託料４，５７７千円。 

在宅障害者サービス委託料９７５千円、これは、在宅での訪問入浴サービスです。 

 障害者システム改修委託料１，５８３千円、パソコンのウイルス対忚策に伴うもの

です。 

 それから、２０節扶助費５０５，７８４千円、前年度対比３８，４７８千円の増で

す。自立支援給付費及び更生医療給付費の増でございます。 

 身体障害者更生医療給付費４１，４６３千円、人工関節置換術、人工透析、ペース

メーカー埋め込み手術の費用でございます。 

 福祉タクシー事業給付費１，９１６千円、在宅の重度障がい者への移動支援として

の助成で、年間７０人程度の見込みです。 

 自立支援給付費４４９，８５９千円、前年度対比３４，９１０千円の増です。給付

内容は、生活介護、居宅介護等の介護給付事業、就労移行支援等の訓練等給付事業、

移動支援等の地域生活支援事業となります。 

 次に、６５ページです。 

 ９目めくばり館費１１，０８０千円。 

 １１節需用費２，５８９千円、主なものは、灯油等の燃料代及び修繕でございます。 

 １３節委託料８，３１０千円、次の６６ページになります。舘を維持管理するため

の管理人さん、電気機械設備保守点検委託が主なものです。 

 １０目そったく基金事業費１０，４２８千円、一部拡充しての継続事業でございま

す。 

 １３節委託料５６２千円、リフレッシュ事業４１１千円、在宅介護者のリフレッシ

ュを図るもので、年１回から年２回に拡充をいたしております。 

 寝具洗濯乾燥サービス補助事業９０千円、これにつきましても、ひとり暮らし高齢

者を新たに対象に加えております。 

 ２０節扶助費９，５４０千円、在宅介護用消臭機購入補助制度２４０千円、補助率

のアップをしております。 

 次に、福祉サービス券交付９，３００千円、移動支援を目的として、７５歳以上の

後期高齢者を対象として、そったくタクシー券を申請により、年間１人５千円分のタ

クシー券を１０枚１冊として交付をいたします。交付対象者の６割、１，８６０人の

見込みでございます。 

 以上、福祉課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の６２ページと６４ページと６６ページ、それぞれ１３節に委託料があるん

ですが、委託先を教えてください。 

 委 員 長  委託料のすべてですか。 

福祉課長 

 福祉課長  まとめて、後で報告をさせていただきます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  予算書の６３ページでございます。 

 見守りネットワークの補助金１，９３０千円でございます。５１行政区ということ

でございます。 

 このネットワークの行政区へ協力をいただきまして、その具体的なですね、実施を

いただきました報告、どういった状況であったとか、報告とかですね、また、その成
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果とか、その辺りについて尐しご説明を求めたいと思います。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お筓えいたします。 

 行政区で実施していただいておりますひとり暮らし高齢者等の見守りネットワー

ク事業、現在４６の行政区で区長さんを中心として取り組みをしていただいておりま

す。これにつきましては、毎年度実績の報告をしていただいております。 

 声かけ等を基本にした見守りということで、統一的な行動はされておりませんけれ

ども、それぞれの地域で地域に見合った見守りということで活動していただいており

ます。 

 特に、今年度の事業ということで、松延新道区が先進的な事例として、以前から取

り組みをしていただいておりますけれども、今回、県のほうの表彰ということで通知

が来ておりましたので、申請をしましたところ、県内４自治体での表彰ということで、

その４自治体の１つに選ばれまして、今月県のほうで表彰があるということになって

おります。以上でございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  今、松延行政区でございますかね、町内の他の行政区のほうへもですね、ぜひとも

機会を通して、そういった実施されてある内容等もご紹介なりですね、ひとつのモデ

ル的なことでですね、手本ということでなされたら、なおよろしいんじゃないかなと

いうことで、特別にこの見守りネットワークを通してですね、こういうふうに、非常

にお年寄りの方が困られて、ご苦労とか何か症状がいろいろあった方が、ネットワー

クを通して連絡等をいただきまして、非常によかったですよとかいうふうな、そうい

った事例等はお聞きにはなられてはいませんでしょうか。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お筓えいたします。 

 具体的には福祉課としては把握しておりませんけれども。 

 冒頭に申されました先進地の事例の発表ということで、今年度６月の区長会の研修

の中で、この見守りネットワーク事業の説明をしていく中で、先進地の事例というこ

とで、報告はさせていただいております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ６６ページのそったく基金事業費の中で、様々に事業があるわけですが、ここの委

託料、リフレッシュ事業参加条件整備委託料というのがございまして、この条件整備

ということはどういうふうなことなのか、説明を求めます。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お筓えいたします。 

 リフレッシュ事業ということで、在宅の介護者の方を対象に実施をしておりますけ

れども、できるだけ介護者の方がこの事業に参加しやすいように、朝倉苑と朝老園の

ほうに委託契約をしまして、通常見てあります高齢者の方を、デイサービスとして施

設に預けていただいて、その間、このリフレッシュ事業に参加をしていただくという

ことで、そういった内容で、同時に取り組みをしております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  よく分かりました。 

 それで、このそったく基金事業なんですけれども、運営委員会というんですか、協

議会に諮られて、そしてどういう事業に使いますということが決められていると思い

ますが。 

 今度の予算編成にあたって、この検証と言いますか、そういうことは行われての予

算編成になっているんだろうと思いますが、その点について、お尋ねをいたします。 
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 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  今回の事業につきましては、２年間実施をいたしまして、具体的な内容等について

は、福祉課のほうで検討し、最終的には政策調整会議に報告をし、今回実施をすると

いうことでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ６６ページです。 

 そったく基金事業の扶助費、下の福祉サービス券交付９，３００千円とありますが、

資料№１、２０ページですけれども、上から２行目、福祉サービス券交付事業９，４

２６千円となっています。説明を求めます。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お筓えいたします。 

 ２０節の扶助費９，３００千円と、６６ページでございます。 

 それから、１１節の事業費１２６千円、タクシー券の印刷代ですけれども、合せて

９，４２６千円ということでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  それと６６ページですが、１９節負担金補助及び交付金、そったく基金杯について、

もう尐し説明をお願いします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  老人クラブ連合会のほうへお願いをいたしまして、補助金という形で連合会に交付

をし、準備等すべて老人クラブ連合会で実施をしているという状況でございます。 

 委 員 長  何をされているんですか。 

福祉課長 

 福祉課長  失礼しました。 

 ゲートボール大会とグランドゴルフ大会でございます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  私もそったく基金について、ちょっとお伺いしたいんですが。 

 これは、町長さんのほうがよろしいかと思います。具体的な云々ではありませんの

で。  

 ずっと、いろいろそったく基金使われておりますが、それはそれで結構だと思うん

ですが、そったくということからしたら、ちょっと使い方が６０万とか２０万とか、

それはそれでいいんだと思いますが、私はやはり平野さんの立場から立ったら、もっ

と残るような形でですね、ぜひ、このそったく基金の活用を考えてほしいというふう

に思っているんですよ。 

 今のような使い方では、ついつい２億円しまえたなと。しかし、何に一体使ったん

だろうと。もう１回予算書なり、何なりの資料を見てくださいという形になるんじゃ

ないかと。 

 そういうことじゃなくて、「これは平野さんが」という部分がですね、ぜひあった

ほうがいいんじゃないかと、そのように考えますので、今後もこのような活用の仕方

がされていくのかどうなのか、町長の見解をお願いします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 そったく基金は、ご案内のように、限られた予算でございます。有効に使わなくて

はなりません。 

 より住民の方々の意見を聞いて、事業に反映させるという趣旨で委員会を立ち上

げ、住民の方々の意見をまとめて、今事業化しているところでもございます。 

 ただ、そういった諸々の事業が、かなりソフト化、非常に小さなコマ送りした事業
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が多ございます。 

 それで、この事業につきましても、ある一定額で抑えていただきまして、やはり町

の考えもしっかり前面に出して、この事業に取り組みたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、この予算はサンセット予算と言いますか、ある一定の期

間を見たら、きちっと検証しなければならないと、そのように考えております。 

 その中で、本当に必要なものについては、また、他の財源等も準備しなければなら

ないでしょうし、サンセットとして、その場で打ち切ることも十分視野に入れなけれ

ばならないと、そのように考えます。 

 申されましたように、次年度以降につきましては、ぜひ、本当に形に残るもの、あ

るいは仕掛けとして、そったくとして新しい事業の展開が起こるもの、そういったふ

うなことを、職員もしっかり知恵を出し合って、仕掛けていきたいと思っております。

以上でございます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、福祉課を終わります。 

それでは、こども課の予算説明を求めます。 

こども課長 

こども課長  こども課でございます。 

 こども課の所管する予算を、こども未来センター、こども課、美和みどり保育所の

項に説明をいたします。 

 初めに予算書の４５ページをお願いいたします。 

 ２款１頄２７目こども未来センター費でございます。予算総額７，１１５千円で、

前年比６２千円の増でございます。 

 歳出の課目及び額も、ほぼ前年同様でございますが、９節の旅費につきましては、

家庭児童相談員の資質向上のための研修や児童虐待防止研修参加など、県外の出張を

計画しておりますので、研修旅費を中心に３３３千円を増額させていただいておりま

す。 

 また、１９節いのちの授業助成金１８０千円を計上していますが、これは、昨年度

まで８節の報償費に予算化していましたいのちの授業の講師謝礼を組み替えしたも

のでございます。 

 いのちの授業につきましては、平成１９年度から６年間の実施総括を踏まえ、今後

のあり方等につきまして、こども未来センター運営委員会に審議をお願いし、委員各

位の意見や提言をもとに、平成２５年度からは各小中学校がそれぞれの特色を生か

し、独自性を持って企画実施するいのちの授業の費用、講師謝礼を助成するという内

容に変更したものでございます。 

 以上、こども未来センターの予算でございます。 

 次に、予算書６６ページから６８ページをお願いします。 

 ３款２頄１目児童福祉総務費でございます。予算８５，８０８千円のうち、こども

課所管の予算は２６，７２５千円でございます。 

 前年度比約１００，４００千円の減額となっていますが、この理由は、２４年度に

白梅保育園の建設負担金約１０３，０００千円が含まれていたことによるものでござ

います。 

 白梅保育園の建設負担金を除いた前年度との比較では、２，６３５千円の増額とな

っています。 

 １１節の需用費、１２節役務費、１４節の使用料等の予算につきましては、全体的

に減額をしておりますけれども、６７ページ、１３節委託料の学童保育所運営委託料

は、２４年度実績見込みから前年比２，３９０千円を増額させていただいております。 

 同じく１３節の子ども・子育て支援事業計画策定委託料としまして、１，９９５千
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円を計上しています。この予算につきましては、子ども・子育て支援法により、５年

を１期とする子ども・子育て支援事業計画を策定することが義務化されていますが、

この策定にあたり、保護者等の意向や事情を勘案し、策定しなければならないという

規定に基づき実施するニーズ調査の費用でございます。 

 また、昨年度まで１９節負担金補助及び交付金に計上しておりました縁結び忚援事

業の予算につきましては、過去３年間の実績で、男女合わせて１５６人参加、１６組

のカップル、うち町民の方１２名という実績が出ましたが、２５年度は、日頃の出会

いのときに、相手に良い印象を持ってもらう話し方や雰囲気作りなど、対忚力を高め

ていただき、交際から発展し、結婚へ結びつく機会が増えるよう、出会い、結婚を忚

援する講習会を、こども課主催で実施するようにしています。 

 なお、この講習会は、県から委託を受けて、新たな出会い忚援事業を実施している

福岡県地域福祉財団の協力を得て、男女別に実施する予定をしております。 

 以上が、児童福祉総務費の予算の説明でございます。 

 引き続き、６８ページをお願いします。 

 ３款２頄２目児童措置費でございます。予算総額８３９，３４７千円のうちこども

課の所管する予算が３１７，８７７千円で、前年比６８，７４７千円の増額となって

います。 

 増額の主な理由は、１９節負担金補助及び交付金に４月から開所いたします白梅保

育園の保育所運営費として約６０，２００千円、同じく白梅保育園での一時預かり、

障がい児保育などの特別保育事業の補助金として約８，０００千円を含めて計上した

ことでございます。 

 なお、昨年度まで１３節に予算化していました篠隈保育所の予算も、民営化に伴い

１９節の特別保育事業補助金と保育所運営負担金に含めております。 

 また、同じく１９節に、２５年度新規事業としまして、保育士等処遇改善臨時特例

事業費補助金５，４１０千円を計上していますが、これは、保育施設等は整備等によ

り定員枠の拡大は図られていますけれども、保育の担い手である保育士の確保が課題

となっている現状から、安心こども基金を１００％財源として、保育士の賃金改善を

目的とし、町内３つの保育所に補助金を交付するものでございます。 

 補助の条件あるいは改善の方法につきましては、まず、各保育所が町に賃金改善計

画を策定し提出をすること。条件としましては、保育所の職員の賃金改善以外の使用

は認めないということ。 

 どういう形で賃金アップを図るかということについては、一時金あるいは給与の改

善など、施設の実情に忚じて決定してもよいということになっております。 

 なお、児童措置費につきましては、白梅保育園の開設によりまして、民間保育所が

３施設になり、歳出額は約６８，０００千円増えていますが、いずれも運営費が国、

県の補助対象となるため、歳出予算財源のうち一般財源の占める額は、前年比約５０，

９００千円減額となっております。 

 以上が、児童措置費の予算の説明でございますが、予算ではございません、情報と

しまして、４月に開設します白梅保育園、現在５６人の申し込みで、４８人に内定通

知を出している状況でございます。以上でございます。 

 次に、予算書の６９ページをお願いします。 

 ３款２頄３目母子福祉費でございますが、予算内容、額とも前年と同様でございま

す。 

 同じく予算書の６９ページから７１ページ、３款２頄４目美和みどり保育所費でご

ざいます。 

 人件費を除く本年度予算額は５８，７０３千円で、前年度より１３，８４２千円減

額となっております。 
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 減額の主な理由は、白梅保育園開設に伴い入所児童数が減尐することに伴う嘱託保

育士の報酬の減額、臨時保育士の賃金の減額、合せて約９，７００千円、その他の減

額分としまして、７０ページ、１１節の需用費、給食材料費の減額が約３，２４５千

円、これらが主な減額の理由でございます。 

 それ以外の費用につきましては、ほぼ例年どおり、保育所管理に必要な検査手数料

や施設補修費用、安全管理のための委託料等の予算を計上させていただいておりま

す。 

 以上が、こども課の予算でございます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  ６７ページです。 

 １３節委託料、学童保育所運営委託料２，３９０千円プラスということでしたが、

理由の説明をお願いします。 

 それと７０ページ、１１節需用費、下から３番目、給食材料費、マイナスの３，２

４０千円とおっしゃいましたけれども、年間３００万も給食材料費を下げて、子ども

たちにきちんとした栄養は提供できるのか、お尋ねします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  学童保育所運営費の増額につきましては、２４年度ですね、年度当初１５９人の入

所があっておりましたけれども、年度末、３月には１１８人というふうに、相当数退

所をしております。これを月平均にしますと１３３人ということで、一月平均でござ

いますけれども、２０数人の子どもが減ったことによる保育料の減額。 

 しかしながら、現場における指導員につきましては、子どもが減ったからといって、

すぐ退職と言いますか、整理するわけにはいかないということで、１点目は保育料の

減額。 

 もう１つが、障害児等の入所に伴います指導員の加配、こういうものを含めまして、

２４年度実績が出ておりますので、それを参考に２５年度予算を組ませていただいて

おります。 

 もう１点の給食材料費の減額につきましては、給食につきましては、３歳未満児と

以上児について、おおよその給食に占める費用を国のほうが示しております。 

 今年度の入所の状況あるいは入所人員の予定からですね、１人当たりにかかる給食

費を積算した結果が現在の予算でございますので、十分な給食が提供できるものとい

うふうに捉えております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  美和みどりは入所予定、何名ぐらいいらっしゃるんですか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  現在のところ１４０名程度でございます。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  私も、この６８ページの１９節ですか、保育園負担金の関係でお伺いしますが。 

 今度白梅保育園が２５日落成式ということで、今日ご案内いただいたんですが。 

 定員が９０名という形で、現在４８名の方に通知を出されております。 

 篠隈保育所も今度民営化になりますし、そこのバランス的なものが、定員以内で収

まっているのか。 

 それと、この白梅保育園が原地蔵、山隈、南高田の方たちがですね、どのくらいこ

ちらのほうに入園されるのか。 

 それともう１点が地区外の方、今まで筑前町も地区外で保育されておりますが、以

前、課長のほうから、うちのほうも今まで依頼、お願いしておったから、今度は逆に
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預かったがいいんじゃないかなというふうな対策まで考えておられましたが、そこら

辺のですね、入園児の状況についてお伺いいたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  町内の保育所における入所定員のバランスということでございます。 

 白梅のほうで定員９０人を作りましたけれども、やはり夜須校区のですね、篠隈、

なずな保育園へ通園される方は、どちらかと言いますと、勤務先が筑紫野、福岡の方

向を向いております。そのためなかなかですね、白梅のほうに一度子どもさんを預け

て、それから通勤というのはかなり厳しいということでですね、年度当初におきまし

ても、篠隈、なずなについてはですね、定員を越えて受付を行っておりますけども、

それは、施設、十分受け入れる数というのがございまして、定員はオーバーしており

ますけど、基準に反するようなことにはなっておりません。 

 もう１点は、山隈とか南高田からの入所ということでございますが、現在、どこの

行政区から何人ということはまとめておりませんけれども、一般的に三輪校区の方が

ほとんどでございます。 

 ただし、やはりすでに美和みどり等に入ってある方は、在園児をそのまま同じ保育

所で、最後まで入所させたいという気持ちが強いようでございますので、白梅に入っ

ている方は、０、１、２、３歳児が非常に多くてですね、４、５歳児は尐ないという

状況になっております。 

 もう１点ですね、町外の市町村との連携と言いますか、協力につきましては、現在

でも筑前町、大刀洗町とか小郡の保育所にですね、管外保育ということでお世話にな

っております。 

 このたび白梅保育園が開設しましたので、余裕がある範囲についてはですね、管外

の保育を、こちらから逆に受けさせていただきますということで、先方の市町村等は

お話をさせていただいておりますし、今までそういうやりとりのなかった朝倉市とも

ですね、基本的には管外保育を相互で受け入れようというような話は詰めたところで

ございます。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、子ども課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩いたします。 

 午後２時１０分から再開いたします。 

（１３：５７） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１４：１０） 

 委 員 長  先ほどの河内委員の委託料の委託先の件で、福祉課長からの発言の申し出があって

おりますので、これを許可します。 

福祉課長 

 福祉課長  予算書の６２ページです。 

 １３節委託料、金額と委託先を申し上げます。 

 上から項番です。 

 ３５４、シルバー人材センター、社協でございます。 

 ２，１９７、居宅介護支援事業所１５カ所です。 

 ２５，２３７、社協、朝倉苑、医師会ヘルパーステーション、歯科医師会。 

 １，２５０、結核予防会。 

 ４，０００、朝倉苑、朝老園。 
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 ３３，６００、朝倉苑、寿楽園、双葉、小郡池月苑、紅葉園。 

 ３，９９９、社協。 

 ２，６２３、社協。 

 ４７４、朝倉苑と朝老園です。 

 次に、６４ページです。 

 １３節委託料、上が項番に、 

 ９７５、麻生介護サービス株式会社。 

 次の９５、１，５８３については、行政システム九州株式会社。 

 １９０、１，７３４については、社協です。 

 ６６ページです。 

 １３節委託料、上から、 

 ４１１、６１については、社協です。 

 ９０、きょくとうクリーニング店です。 

以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  今、言っていただいたんですが、全部筆記できなかったので、後で一覧表で渡して

ください。よろしくお願いします。 

 委 員 長  後日、文書で渡したいと思います。 

 委 員 長  それでは、環境防災課の予算説明を求めます。 

環境防災課長 

環境防災課長  それでは、平成２５年度環境防災課の予算について、説明をさせていただきます。 

 予算書の４３ページをお開きください。 

 ２款１頄２５目防犯対策費、対前年比１，２５２千円増の１９，００８千円。防犯

灯の新規設置分が加わったことと、電気料金値上げ分と維持管理費が主な要因でござ

います。 

 １節報酬につきましては、総合窓口の受付と防犯対策事務ということで、嘱託職員

の報酬が主なものでございます。 

 １１節需用費のうち光熱水費の１１，１５２千円につきましては、防犯灯の電気代

が主なものです。 

 １５節工事請負費９９０千円につきましては、防犯灯の設置工事費です。２０基分

予算計上をさせていただいております。 

 次に、２６目交通安全対策費、対前年比１３千円増の１１，５４５千円。 

主なものは、１節の交通指導員報酬１，７０８千円。６１名で毎月１回交通指導を

お願いしておるところでございます。 

 １５節工事請負費につきましては、交通安全対策特別交付金事業ということで、カ

ーブミラー、ガードレール、路面標示等の整備費８，０００千円を計上しております。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、朝倉地区交通安全協会負担金１，２

８０千円となっております。 

 続きまして、７６ページをお開きください。 

 ４款１頄５目環境衛生費、対前年比１０７，０１７千円減の２８１，９０９千円。 

 水道課予算分２１９，１９５千円が含まれており、うち環境防災課分の予算は、昨

年度より１，４０２千円減の６２，７１４千円となっております。 

 １３節委託料につきましては、河川等水質検査委託料４，３３４千円。 

 また、環境基本計画の中間見直しが平成２４年度に完了予定ですが、平成２５年度

におきましては、地球温暖化対策実行計画の５年ごとの計画見直しの年度となってお
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り、その差額が委託料の対前年比減額の主な内容となっております。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金２３０，２８９千円、このうち環境防災課分に

つきましては、筑慈苑施設組合負担金４９，２９４千円、それと住宅用太陽光発電シ

ステム補助金７，０００千円となっております。 

 この中で、住宅用の太陽光発電システム補助金につきましては、昨年７月からスタ

ートいたしました再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の影響等を分析する

とともに、今後の申請の動向を注視して行っていきたいと考えております。 

 なお、平成２５年３月１日現在で、臨時議会のほうで、７，０００千円追加で１４，

０００千円、１４０件程度ということでお願いしておりましたけれども、今現在１３

０件受け付けを行っておるという状況でございます。 

 なお、水道課主管分につきましては、１５節給水装置工事、１６節メーターボック

ス、１９節のうち上水道事業繰出負担金、県南水道企業繰出負担金、それと２４節の

投資及び出資金の県南水道企業団出資金につきましては、水道課主管分ということ

で、合計２１９，１９５千円となっております。 

 続きまして、７７ページをお開きください。 

 ４款２頄１目清掃総務費、対前年比２，２１７千円増の１８，４４６千円。 

 増額につきましては、２節から４節の人件費の職員給４，４４６千円の増によるも

ので、これを除きますと、２，２２９千円の減となっております。 

 １節報酬につきましては、衛生組合連合会理事の報酬のみとなっております。 

 １９節負担金補助及び交付金１，２３３千円、その中で、福岡魚さい処理対策協議

会負担金につきましては、町内業者が扱う鮮魚の内臓などを魚粉などに再資源化する

もので、共同処理委託費９１３千円を計上しております。 

 次に、７７ページから７８ページをお開きください。 

 ４款２頄２目塵芥し尿処理費、対前年比３０３千円増の７０５，２５６千円。 

 １節報酬３，２４０千円につきましては、５４人の環境美化推進員の報酬です。 

 ７節賃金１，５８４千円、し尿中継所管理人の賃金が主なものです。 

 １１節需用費８，２２６千円、町の指定ごみ袋等の印刷代が主なものとなっており

ます。 

 １３節委託料２４５，５９６千円、その内ごみの収集処理委託料２２７，４００千

円につきましては、ごみ収集運搬委託料や不法投棄処理委託料などとなっておりま

す。 

 し尿処理委託料につきましては、下高場し尿中継所から久留米市の北野町両筑苑ま

での陸送委託料として１３，３９９千円、対前年比で２，３４０千円の減となってお

ります。 

 １９節負担金補助及び交付金４４５，６２８千円、一部事務組合負担金につきまし

ては、負担割合に基づく予算計上となっております。  

 なお、１９節の浄化槽設置整備事業補助金と県浄化槽推進協議会負担金につきまし

ては、下水道課が主管となっております。 

 ７９ページをお願いいたします。 

 ２７節公課費につきましては、汚染負荷量の賦課金９６千円となっており、平成２

２年３月３１日に解散しました小郡市筑前町衛生施設組合に公害健康被害補償等に

関する法律に基づく賦課金の支払い義務があり、解散後は小郡市と筑前町の負担割合

で案分して、独立行政法人環境再生保全機構に支払っているところでございます。 

 続きまして、９４ページをお開きください。 

 ８款１頄１目常備消防費、対前年比４，６２５千円増の４１０，２８７千円。 

 交付税算定をベースとした甘木・朝倉広域常備消防の負担金となっております。 

 ８款１頄２目非常備消防費、対前年比１，１１５千円の減で、６１，８６２千円。
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これは、筑前町消防団の運営活動費となっております。 

 １節の団員報酬１０，８８８千円につきましては、条例定数３２３名分でございま

す。 

 ８節の退職団員報奨金につきましては、団歴によって計算し、６，２３１千円を計

上しております。 

 ９節の費用弁償６，４６０千円につきましては、火災時などの出動手当となってお

ります。 

 ９５ページになりますが、１３節の操法委託料につきましては、筑前町消防操法大

会の７分団分、２，３００千円を計上しております。 

 ２４年度につきましては、郡の朝倉支部操法大会ということで、４分団分、２，６

４０千円を計上しておりました。 

 １９節、団運営交付金１７，５１０千円につきましては、筑前町消防団に運営費と

して交付するものであります。 

 次の消防団員等公務災害等共済基金負担金６，２０２千円、退職報奨金の掛け金で

す。 

 続きまして、９５ページから９６ページになります。 

 ８款１頄３目消防施設費、対前年比１，０６３千円減の７，８８８千円。 

 １５節工事請負費につきましては、依井と依井二のコミュニティセンター格納庫水

道接続工事と消火栓標識設置工事、２０カ所を予定しております。 

 １９節の消火栓設置工事負担金につきましては、１２カ所分の４，８００千円とな

っております。こちらのほうにつきましては、水道課とすでに協議済みとなっており

ます。 

 続きまして、８款１頄４目防災費、対前年比１，２５３千円減の１３，６６９千円。 

 １節報酬２，０６９千円、防災専門官の報酬が主なものです。 

 ９節研修旅費の中で、１１７千円につきましては、自主防災組織リーダー研修を２

回予定しておるところです。 

 １３節委託料５，６７６千円につきましては、防災行政無線保守点検委託料と戸別

受信機等取付移設委託料が主なものとなっております。 

 １９節の自主防災組織補助金につきましては、１０団体分、１，０００千円を計上

しております。 

 以上で、環境防災課歳出予算の概要につきまして、説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

福本委員 

 福本委員  予算書の７６ページの１９節、筑慈苑施設組合負担金ということで４９，２９４千

円となっておりますが、これの算定基礎と、もう１点は、これは確認ということでお

尋ねしたいんですが。 

 確か、筑慈苑の火葬料がですね、以前は３万円だったのに、５千円の補助が、確か

補助されるということでしたんですが、こういった補助のあれは、この筑慈苑負担金

の中に加わってないのかなと。 

 これは、住民課のほうになるんでしょうか。その辺も併せてお願いしたいと思いま

す。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お筓えいたします。 

 まず、筑慈苑の施設組合負担金でございますけれども、これは、一部事務組合の負

担金でございますので、その中の議会で額が確定して、その中で筑前町の負担金割合

で算定されたものということで、負担金を計上しておるということです。 
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 それから、昨年度と比べて増えた部分につきましては、昨年から計画停電等が入っ

てきております。この計画停電に伴いまして、非常用発電設備改修工事というものを

予定しておりまして、その分の負担割合分が若干増加しているという状況で、あと、

この３万円とそれから５千円の上乗せの補助ということですかね、ちょっとお待ちく

ださい。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  すみませんでした。 

 ５千円の補助につきましては、今まで３５千円に対して５千円の補助をしておりま

したけれども、平成２２年度で終了しておるということでございます。以上です。 

 委 員 長  防災課長、さっきの質問でですね、計算の根拠、例えば均等割いくら、人口割とか、

処理数によっての計算の基礎ですね、それを説明をお願いしたいと思います。 

環境防災課長 

環境防災課長  失礼いたしました。 

 負担金といたしまして、構成市町村負担金の算出方法といたしまして、まず、均等

割が１０％、それから使用割が２０％、人口割が７０％の計１００％ということで、

均等割は当然、全市町村、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑前町、全市町

村一緒ということで、使用割につきましては、実際に使用した分ということで、その

２０％が使用割で加算されるということで、筑前町は２，６１６分の２０５、それか

ら人口割７０％分につきましては、筑前町は４１０，６６２人分の２９，３５５人と

いうことでございます。以上です。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  お尋ねをいたします。 

 資料の７６ページの１３節の委託料、河川水質検査委託料の４，３３４千円が計上

されておりますが、何頄目の検査をされておりますか。 

 それと、三輪地区、夜須地区、両地区ありますが、何カ所ぐらい分けて検査をされ

ておるか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  河川等の水質検査委託料ということで、この４，３３４千円の内訳ということでご

ざいます。 

 まず、大きな１点目につきましては、検査の種類と箇所数がございます。 

 河川水質検査が１８カ所で、地下水水質検査が５１カ所から、今度４６カ所になっ

ております。 

 それから、土壌地下水水質検査が５カ所から４カ所、工場排水水質検査が５事業所、

ため池水質検査が１カ所、土壌検査が１カ所ということで、箇所数の減につきまして

は、水道接続による減ということになっております。 

 それから、水質検査の中身でございますけれども、こちらのほうは、その検査の種

類によりまして、かなり詳しい資料が必要となりますので、資料を後でお渡ししたほ

うがいいと思います。 

 読み上げるだけでかなりの時間がかかると思いますので、すべての資料を後で皆様

方にお配りしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  先ほどお尋ねいたしました夜須地区、三輪地区、何カ所ぐらいされておるか、お尋

ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  これは、まず、河川水質検査につきましては、三輪地区、夜須地区ということでは

なくて、河川になりますので、あと河川水質検査と、それから地下水水質検査につき
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ましては、夜須地区が３０カ所、三輪地区が１６カ所、それから、土壌地下水水質検

査が４カ所、こちらは下高場と松延新道、石櫃、中牟田町となっております。 

 こちらのほうは土壌地下水検査ですので、開発の関係で、その下流域ということで、

その箇所になっておるということでございます。 

 あと土壌検査、こちらのほうが三箇山地区ということになっております。 

 ため池水質検査につきましては、山隈の、これは笠堤ですかね、になっております。 

 それから、工場排水水質検査につきましては、５事業所ということで、一忚三菱ふ

そうトラック、それから甘木バス甘木サービスセンター、きょくとう甘木工場、ニチ

バンメディカル、花立山温泉、それからオーケー食品というふうになっております。

以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ７８ページです。 

 １９節負担金補助及び交付金、一番上の両筑衛生施設組合運営負担金について、お

尋ねします。 

 １９，０２８千円上がっています。農業集落排水で７，５６０千円上がっているん

ですけど、その合計が２６，５８８千円、それが負担金として両筑衛生施設組合に行

くんでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お筓えいたします。 

 委員、ご指摘のとおりでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  両筑衛生施設組合の予算は２２，４１９千円、筑前町の分の負担金、になっていて、

４１６万ほど余計に払うような予算になっているんですが、これは、決算にならない

と処理できないんでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長 詳細につきまして、今現在、その分を分析する時間がございませんので、後で調査

して報告したいと思います。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  まず、確認をいたします。 

 資源ごみ、紙とか新聞、段ボール、牛乳パック、これの回収が行われていると思い

ますが、三輪と夜須、どのように回収が行われているのか、何曜日に行われているの

か、お尋ねいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  後で報告したいと思いますけれども、一忚、毎年全世帯に配っておる三輪・夜須別

の紙にすべて詳細にわたって書いてありますので、後でその分を持って来てご説明し

たいと思います。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  多分ですね、三輪のほうは週に１回、曜日は忘れましたが、夜須のほうはですね、

月に１回、第何週かの、曜日は忘れましたが、水曜日か何かその辺で実施がされてい

ると思います。 

 合併して８年になるんですけれども、果たしてこのままでいいのかなというふうに

思います。 

 確かに各地域によって回収をされたりとか、そして学校関係で、ＰＴＡ関係で回収

をされたりとか、新聞販売店が回収をされたりとか、様々に回収をされているわけな

んですが、そういった中で、三輪が週１回で夜須が月１回というふうなことでですね、

今に至っているわけなんです。 
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 この件をどのように今後考えていかれるのか、資料は資料としていただきたいと思

いますが、お尋ねしておきたいと思います。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  議員ご指摘のように、若干違う部分もございますけれども、これは、今までの合併

する前からの長い歴史がございます。その歴史の中で、今後、今ご指摘されたような

件について、どのように統一することができるのか、また、統一した回収方法とか、

できるのか、できないのか。 

 当然、住民のコンセンサスも必要ですので、今、その分について、コメントするこ

とは差し控えたいと思いますけれども、当然、検討していきたいと、このように考え

ております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  回数が多くて、行政がきちっと回収をされれば、やっぱり住民の意識ということも、

捨てるよりもそちらに資源ごみとして出そうという、醸成されると思いますし、今ま

で歴史もございますことですから、どの方法が一番いいのかという、今、課長が言わ

れたような、検討も必要じゃないかと思いますが、やはり同じ町であって、やっぱり

いつまでも三輪はこう、夜須はこうということで、そのままで推移するというのもい

かがなものかなという気がいたしますので、この件、十分に検討をしていただいて、

いい方向に持って行っていただきたいなと思います。以上です。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  筑慈苑の利用について、お伺いいたします。 

 東部地域が、まだまだ今までの部分と地理的な関係で、朝倉市のほうへの利用が多

いということですけれども。 

 負担金をこういうふうに払っているので、できれば加入団体のほうを利用していた

だきたいというのが、行政の思いではないかというふうに思っていますけれども。 

 利用割合は増える傾向にあるのでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お筓えいたします。 

 ここ数年、ほぼ横ばいでございます。 

 一番大きな要因は、当然、旧三輪地区につきましては、葬祭場がないということで、

どうしても旧甘木市のほうにあります葬祭場を使うということで、当然、旧三輪地区

なり旧夜須地区寄りのところにそういったものがございましたら、距離的に一緒ぐら

いだったら非常に営業もやりやすいんですけれども、当然、家族の方が、今までの親

戚関係も含めまして、旧甘木市にあります葬祭場を使った場合、どうしても距離的な

要素がかなりの差になるということで、そこのところが大きな要因とはなっておりま

すけれども。 

 今後は、今度は葬儀を頼まれた、例えばＪＡさんとか、そういった方面に働きかけ

を行っていきたいと、このように考えておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  何年か横ばいということは、もう継続的に働きかけは行ってきてあるんだと思うん

ですよ。 

 その結果がなかなか変わらないというのは、ちょっとひとつの大きな課題かなとい

うふうに思うのと、細かいパーセンテージというか、割合の数字が分かれば、後でも

結構ですので、教えていただきたいと思います。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  合併後の数値等整理して、後でご報告したいと思います。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 
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 これで、環境防災課を終わります。 

 続きまして、農業委員会への予算説明を求めます。 

農業委員会事務局長 

農業委員会事

務局長 

 農業委員会の２５年度当初予算の説明をいたします。 

 予算書の７９ページをお開きください。 

 ５款１頄１目農業委員会費でございます。本年度予算額２８，１４２千円で、前年

度と比較しまして６９２千円の減でございます。 

 主な減としましては、９節の旅費の研修旅費で、農業委員視察研修については、改

正後の初年度のみの予算化としているため、４４９千円の減でございます。 

 それでは、各節ごとに説明いたします。 

 １節報酬９，６４６千円は、委員２２名と嘱託職員１名分の報酬です。 

 ８節報償費は、１３６千円はあっせん委員の謝金です。 

 ８０ページに移ります。 

 ９節旅費６７１千円の主なものは、委員の会議等の費用弁償です。 

 １１節需用費９７千円は、書籍、カセットテープ等の消耗品です。 

 １２節役務費１４０千円で、通信運搬費は、利用権設定期間満了通知等の郵便料金

です。また、公務災害保険料は、農業委員の公務災害保険料です。 

 １９節負担金補助及び交付金３８８千円の主なものは、県農業会議の朝倉支部負担

金です。 

 以上で、農業委員会の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで、農業委員会を終わります。 

 続きまして、農林商工課の予算説明を求めます。 

農林商工課長 

農林商工課長  農林商工課関係の予算について、説明をいたします。 

 予算書の８０ページをお開きください。 

 ５款１頄２目農業総務費でございます。本年度予算額６０，３０８千円で、前年度

と比較いたしまして、３，４３０千円の減でございます。 

 １節報酬は、農事組合長及び農政リーダー長の報酬でございます。 

 ８１ページに移ります。 

 ３目農業振興費でございますが、本町の基幹産業であります水田農業及び園芸作物

の生産振興に要する経費を計上いたしております。 

 予算額２８５，０１６千円で、前年度と比較いたしまして、８８，３３５千円の増

額でございます。 

 増額の大きなものは、県単事業の活力ある高収益型園芸産地育成事業でありまし

て、申請が増えたためのものでございます。 

 １３節委託料、景観作物等栽培管理委託料１，００７千円につきましては、みなみ

の里の西側の農地を借地し、四季を通して景観作物を作付けいたしておりますが、そ

の農地への播種栽培管理を、地元機械利用組合に委託するものでございます。 

 ８２ページに移ります。 

 １９節負担金補助及び交付金でございます。 

 農業者戸別所得補償制度推進事業交付金４，６８０千円でございますが、これは、

水田農業推進協議会推進事務費で、主に派遣職員の賃金でございます。 

 青年就農給付金７，５００千円につきましては、人・農地プランに基づく事業で、
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５名を対象としております。 

 農地・水・環境保全向上活動支援負担金１４，８９２千円につきましては、３３地

区を対象とした共同活動を行うものでございます。 

 中山間地域等直接支払交付金５，９１６千円につきましては、担い手の減尐、耕作

放棄地をなくすため、継続されるものであります。 

 水田農業担い手機械導入支援事業補助金１６，７４４千円につきましては、売れる

米作りを実践する担い手を対象とした県単事業でございまして、コンバイン、乗用管

理機などの４件の申請が上がっているものでございます。 

 活力ある高収益型園芸産地育成事業の１０２，７４２千円につきましては、地域で

重点的に振興する品目の産地育成を図るためのものでございます。本年度は、いちご、

きゅうりの省力栽培温室、省エネ施設、育苗棚などの整備を行うものでございます。 

 農地・水保全管理支払交付金負担金１２，８１７千円につきましては、施設の長寿

命化のための取り組みでございまして、１８地区を対象とした向上活動支援事業でご

ざいます。 

 環境保全型農業直接支払交付金６４８千円につきましては、従来の農地・水・環境

向上活動の２階建ての部分、営農活動でございますが、この環境保全型農業直接支払

交付金事業へ移行したものでございまして、牛糞堆肥施用の環境保全に効果の高い営

農活動に取り組む場合の事業でございます。 

 地域農政総合推進事業費補助金１，０１６千円は、米の生産調整やその他農政の課

題について、集落への推進助成金でございます。 

 続きまして、８３ページをお願いいたします。 

 ４目畜産費につきましては、本年度予算額１３３千円で、県畜産協会負担金が主な

ものでございます。 

 ５目農地費でございます。本年度予算額７１３，０１０千円で、前年度と比較しま

して、６７１，２７６千円の増でございます。 

 １９節の国営造成施設管理体制整備促進支援事業９，５４４千円は、両筑土地改良

区の管理体制整備強化のための、国と管内の市町がそれぞれ２分の１負担するもので

ございます。 

 次の、県営土地改良事業負担金１，０００千円でございますけれども、これは、湿

田化対策のための暗渠排水事業で、平成２１年度から取り組みました事業で、２５年

度は３ｈａを見ております。これも２５年度で終了する予定でございます。 

 両筑国営二期事業負担金７０２，３５３千円でございますが、これは、当初は、平

成１７年から平成２５年までの９年間で終了する予定でございましたが、事業予算の

縮小に伴いまして、平成２９年度までの延長になりました。 

 そこで事業費の償還を、平成１７年から平成２４年度分を一括償還するものでござ

います。また、平成２５年から平成２９年度につきましては、平成３０年度に償還予

定でございます。 

 ６目農業土木費に移ります。 

 予算額３８，２０５千円で、前年度と比較いたしまして、８０，６４７千円の減で

ございます。 

 １９節負担金補助及び交付金で、県営ため池等整備事業費負担金３６，２２２千円

につきましては、老朽化によるため池整備事業でございまして、大村ため池、熊坂た

め池、堂ノ浦ため池を実施予定でございます。 

 ７目のそったく基金事業費に移ります。 

 予算額７，４４７千円で、前年度と比較いたしまして、１６，８９４千円の減でご

ざいます。 

 １節の報酬３，０００千円でございますが、特産品の販路開拓するための営業の嘱
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託職員の報酬でございます。 

 ９節の旅費９９６千円でございますが、福岡、北九州の営業活動と宮崎、鹿児島で

のイベント、商談会に対する旅費、ブランド化確立のための視察研修費が主でござい

ます。 

 １１節の需用費でございますが、主なものといたしましては、商品開発用のクロダ

マルの購入、それからクロダマルの種子購入、それから、販売促進用のパンフ、チラ

シ、ラベル、クロダマルシールの印刷でございます。 

 １２節の役務費４４３千円につきましては、クロダマル発送手数料、それから残留

農薬検査手数料及び成分分析手数料でございます。 

 ８４ページに移ります。 

 １３節委託料３００千円でございますが、新たに漢字でのクロダマルのロゴマーク

を作ろうとしておりますので、その委託料でございます。 

 １４節使用料及び賃借料につきましては、低温倉庫の使用料ですが、ＪＡの夜須支

店の低温倉庫をお借りしますものが大きなものでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金２５０千円でございますが、商談会やデパート、百貨

店などのイベントブースでの出店料でございます。 

 農業費を終わりまして、２頄林業費に移ります。 

 １目林業総務費、本年度予算額１，２１５千円で、前年度と比較いたしまして、２

１千円の増額でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金１，１８３千円は、町の有害鳥獣駆除協議会に対する

補助金が主なものでございます。 

 ２目林業振興費でございます。本年度予算額２７，１８８千円で、前年度と比較い

たしまして、２１，７７４千円の減でございます。 

 １３節委託料２２，９２２千円につきましては、荒廃森林再生事業で、県の森林環

境税を活用いたしまして、森林所有者と協定書を取り交わし、荒廃森林再生のための

調査委託料及び整備施業委託料でございます。 

 ２５年度は、約７０ｈａの調査施業を計画いたしております。また、調査対象地域

につきましては、赤坂、森山地区でございます。 

 ８５ページをお開きください。 

 １９節負担金補助及び交付金は、町内６つの生産組合の補助金及び朝倉森林組合の

運営費等についての、助成するものでございます。 

 ３目林道費は、建設課で説明をいたします。 

 以上で、５款の農林水産業費を終わりまして、６款商工費に移ります。 

 １頄１目商工総務費でございます。本年度予算額１０，７７６千円で、前年度と同

額でございます。１９節の商工会の運営費に対する補助金が主なものでございます。 

 ２目商工振興費でございます。本年度予算額５，１６５千円で、前年度と同額でご

ざいます。 

 地域観光振興助成金は、花の駅めぐりの実行委員会が行いますイベントに対する助

成でございます。 

 また、プレミアム付き商品券発行補助金も、平成２２年度から行っているものでご

ざいます。 

 ３目観光振興費は、企画課で説明いたしております。 

 ８６ページに移ります。 

 ４目労働総務費でございます。 

 ２１節貸付金７３６千円につきましては、専修学校等技能習得資金の貸付金でござ

います。 

 ５目消費者行政推進費で、本年度予算額２，２３３千円でございます。 
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 主なものは、平成２４年度から相談日を週４日とし、７月からは消費生活センター

としながら、トラブル解決に向けて取り組んでおります相談員の報酬、啓発用のチラ

シ等が主なものでございます。 

 以上で、農林商工課関係の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

福本委員 

 福本委員  予算書の８３ページです。 

 両筑第二期事業費負担金ということで、７億の負担が求められておるわけですが、

これは、財政課長から、先日全員協議会の中でお話はお聞きいたしました。 

 この第二期の負担金は、当初の予算が２１０億の予算で計画されたんですが、この

筑前町が７億の負担は、今後どういった形で負担金が求められていくのかなと、見通

しについて、分かればお筓えいただきたいと思います。 

 それと、もう１点は、農業推進予算額が１１億に対して、今度の第二期の負担金が

７億ということで、残り４億の予算になるじゃないですか。 

 そういったときの予算額に対し、農林商工課ではたいへん厳しい、やはり予算とい

うふうに言わざるを得ないわけです。 

 そういったことで、その辺の、どういうふうにお考えになっておるのか、この点併

せてお筓えいただきたいと思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 先ほどもちょっと説明をいたしましたけれども、２回に分けて、２５年度に一時金

で出しまして、平成３０年度にまた支払いをします。合計が、大体１０億９千万ほど

になります。 

 当初、一木委員でございましたでしょうか、質問をいただきましたときに、前回、

前々回でしたでしょうか、総額で１２億何ぼというお話をしておりました。 

 その金額は、３０年度までに支払いますのが、１０億９千万ほどになるようでござ

います。以上でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  すみません。例年の予算額が、やはり７億ぐらいの予算で推移してきたというふう

に記憶しておりますが、そういうことで、４億の、骨格予算ですけれども、今後農業

予算として、若干見通しとしては厳しいのではないかなというふうに思うんですが、

この金額で満足してありますか、どうぞ。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 農業予算全体の予算が７億というふうにおっしゃっているんでしょうか。 

 この国営造成につきましてはですね、平成３０年度までに１０億円は支払わないと

いけないという、もうこれは決まっておりますんですけれども。 

 ちょっと回筓にならないかもしれませんけれども、大体決まっていることでござい

ます。 

 委 員 長  福本委員、何かありますでしょうか。 

福本委員 

 福本委員  これまでのですね、今までの農業予算額が、今言ったように、７億ぐらいで推移し

てきたというふうに思っておるわけです。 

 それで、骨格予算ではございますけれども、あと補正という形もありますけれども、

あとの４億、１１億に対して負担金が７億払えばですね、４億しか残らんやないです

か。それで、たいへん厳しい予算措置がなされておるのじゃないかなというふうに予
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想されるわけです。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 今回の骨格予算でございまして、政策的なものについて、それから県の補助事業、

国の補助事業については、次回の補正でまたお願いをするようになると思います。 

 極力、農業予算について、頑張っていきたいとは思っております。以上でございま

す。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  よろしくお願いします。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  ８３ページでございます。 

 先ほどと一緒でございますけど、両筑二期に関する件でございます。 

 隣接市町村も負担金があろうかと思いますけれども、分かる範囲教えていただきま

すでしょうか。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 朝倉市が８９１，７８９千円、小郡市が１９８，２２０千円、筑前町が今申し上げ

ました。大刀洗町が２２２，０００千円で、総額の２，０１４，０００千円ほどでご

ざいます。以上でございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  すみません。 

 両筑二期に関しましては、隣接市町村がこういう負担金を払うわけでございます。 

 工事に関してはですね、水資源開発機構というのが工事をする予定でございますけ

れども、発注体系がものすごく範囲が広く、佐賀県にわたるような状況で工事発注が

行われております。 

 まして筑前町で、畑島とか、そういう諸々の三輪校区でも原地蔵とかいろいろあり

ますけども、佐賀県の業者が工事をなさっている関係とか、いろいろございます。 

 うちの首長といたしましても、地産地消という言葉をお使いでございますので、隣

接市町村とタイアップしていただいてですね、なるだけ水資源のほうにかけ合いをし

ていただき、工事発注を、地産地消と、こういう寄附金も払っている、負担金も払っ

ているということで、主張していただくお願いができないか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 仰せのとおり、もうすでに事業が完了した分もかなりありますけれども、間違いな

く今年７億円からのうちの出費でもございます。 

 そのことの意向もですね、朝倉市等々と連携取りながら、主張してまいりたいと思

います。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  予算書の８２ページでございます。 

 負担金補助及び交付金について、でございます。 

 この中で、活力ある高収益型園芸産地育成事業について、でございます。 

 ２４年度の予算は１０，８６１千円でございましたけれども、今年度は増額という

ことで、９１，８８１千円増の１０２，７４２千円ということになっておるわけでご

ざいます。説明のとおりでございまして。 

 これは、県の支出金全額充当でございますか。 

 資料のほうには、資料１の２１ページには、県支出金全額充当ということが記載さ
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れてありますけれども、そういうことでございますでしょうか。 

 具体的な園芸事業の内容ということについてですね、お尋ね申し上げたいのと、対

象者又は団体、含めてですね、いくつぐらいあるものかについて、説明を求めたいと

思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 この事業は、県単の事業でトンネルでの事業でございます。 

 これを行う団体と言いますのは、いちご生産部会、それからきゅうり施設省エネ施

設部会というのがございます。それが、それぞれの施設、それから育苗棚、育苗ベン

チ等でございます。 

 それと個人で、省エネ栽培温室の要望が上がっております。以上でございます。 

 ４件、きゅうりが施設の組合と省エネ施設組合と２つあります。４件でございます。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  資料の８２ページの１９節でお尋ねをいたします。 

 上から２行目の青年就農資金給付金とありますが、７，５００千円計上されており

ます。 

 昨年は何件くらいの補助と言いますか、助成をされて、どんな事業をされたのか、

お尋ねいたします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 これは、人・農地ブランの、今作成をしております人・農地プランに基づく青年就

農交付金で、準備型と、それから経営開始型という２つの人・農地プランの中にござ

います。 

 そのプランを作成をいたしまして、この国の補助事業で行っております事業でござ

います。この事業に乗せまして、５名を充てていると、見込んでいるというふうなこ

とでございます。 

 ですから、今からの問題でございます。新規です。 

 この５名に対してですね、１人１，５００千円というふうなことで、新規の事業で

ございます。以上でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  資料１の２１ページです。 

 ９番に書いてあります山麓線フラワーロード事業、１，８０４千円、かなり大きな

事業費でございます。 

 今までいろいろ事業をなされてきたと思いますけど、今までの事業展開、どのよう

な展開をされてきたのか、筓弁をお願いしたいと思います。 

 委 員 長 農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

山麓線フラワーロード事業、今までどんな事業をされてきたかと言いますと、菜の

花、それからヒマワリ、コスモス、それからクロダマルも作付けをいたしましたけれ

ども、こういうものを作付けするための借上げでございます。 

 使用料の部分の６５２千円については、その借上げ。先ほども申し上げましたけれ

ども、委託料については、これの管理をしてもらっております組合の管理の委託とい

うふうな形で行ってきております。以上でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  このフラワーロード事業というのは、１つの大きな目的は、ファーマーズマーケッ

トみなみの里の集客にも目的を持っておると思います。 
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 今、近隣の現実的な話ではですね、バサロの前の花園ですかね、フラワーロード、

花の駅ですかね。かなり大々的にやられて、花園の中に道があって、集客があってお

ります。 

 その影響で、バサロにもお客さんがたくさん行かれて、売り上げ増の要因にもなっ

ているということでございます。 

 筑前町におきまして、確かに菜の花、ヒマワリ等が植えてあるのは分かっておりま

すが、実際にマスメディアが来て、ＰＲ性がわりと尐ない。あってはおりますけど、

もっと人が集まるような大々的なですね、この予算があれば、もうちょっと計画的な

先進地を大いに参考にした観光資源に、集約になるような事業に展開していくべきじ

ゃないかなと思いますが。 

 また、今年も同じようなパターンで行かれるのか、さらに集約をひとつ目的とした

大々的な事業展開をされていくのか、計画等があったら教えてください。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 確かに議員おっしゃることもございますけれども、今後はですね、今までのような

形と含めて体験農園という形で、今もクロダマルを作付けしまして、そこの収穫、県

で行います忚援隊というものも昨年来まして、そういう体験農園的なことも今後増や

していきながら、集客を図っていきたいと。 

 今までのコスモスとかヒマワリ、菜の花も含めてやりながら、今後も体験農園の部

分も尐し広げていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  ぜひですね、ファーマーズマーケットの集客にも、また、町としての観光資源とし

ての集客にも繋げていただきたい。 

 今、クロダマルのことを言われましたけど、名称からしてフラワーロードじゃない

と思います。あれは耕作であって、フラワーロード的なものは、景観的なものだと私

は思いますけど、予算立てがちょっと違うんじゃないかな。 

 ぜひ、目的はフラワー、花をもって魅力ある山麓線にしていく、そしてファーマー

ズマーケットに集客を促すという大きな目的、方向転換をしてもらいたいと思いま

す。今年の計画の中でよろしくお願いしておきます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ちょっと気になりまして、質問いたします。 

 ８４ページです。 

 一番上の委託料で、ロゴマーク作成委託料、３００千円というのが組まれておりま

す。 

 説明では、クロダマルのロゴマークを作るという説明だったと思いますが、今、あ

ちこちにクロダマルの幟旗が立てられておりますけれども、それではいけないという

ことで、どのようなことを、もう尐しインパクトの強いものとかですね、お考えにな

った上での、このロゴマーク作成を委託されるということなのか、もう尐し説明を求

めたいと思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お筓えいたします。 

 従来のロゴマークと言いますか、こういう今それぞれ、ちょっと小さいですけれど

も、これをそれぞれの扱っていただいている商店、事業所にはしてもらっております

けれども、漢字でクロダマルというようなことを考えておりますけれども、２０１４

年にＮＨＫの大河ドラマで、黒田官兵衛というのがあるというふうに聞いております

が、それになじんでではありませんけれども、いろんな方々から、「黒田丸」という
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漢字もいいのではないかというお話がございます。 

 そういうものも含めてですね、ちょっと研究をしてみたいし、また、漢字バージョ

ンもいいのではないかということで、今回上げさせてもらっているところでございま

す。以上でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  これは、どちらが結果がいいのかということはですね、作ってみて、皆さんに見て

いただかないと分からないことだとは思いますが、何か、確かに黒田官兵衛にちなん

でというのは分からないではないんですが、あれやこれや作るよりも、１つのものを

きちっと、クロダマルはこれでいくんだというふうなことのほうが、訴える力と言い

ますか、そういうのもあるのかなというふうに考えましたものですから、ちょっと結

論は出ないと思いますが、意見として申し上げさせていただきたいと思います。 

 委 員 長 意見としておきます。 

質疑が終わりましたようです。 

 これで、農林商工課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長 ここで、休憩をします。 

３時３０分から再開します。 

（１５：１８） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１５：３０） 

 委 員 長  建設課の説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  それでは、建設課の予算について、説明をさせていただきます。 

 まず、予算書の８５ページをお開きください。 

 ５款２頄３目林道費５１０千円、前年比５，３００千円の減。内容につきましては、

石坂林道など林道の維持補修費５００千円と、県治山林道協会負担金１０千円であり

ます。 

 減額分は、今年畑島・石坂林道の緊急補修箇所分が減っておるところでございます。 

 続いて、８７ページから８８ページをお開きください。 

 ７款１頄１目土木総務費８２，６５８千円、前年比１，８２３千円の増であります。 

 １節報酬につきましては、検査員、登記嘱託員２名など、及び用地交渉専門官の報

酬です。 

 ２節から４節の人件費につきましては、建設課職員の人件費であり省略します。 

 ９節旅費３８４千円、１１節需用費６４１千円、１２節役務費２千円と、記載のと

おりですので省略をさせていただきます。 

 １３節委託料５，５００千円、昨年度の９月補正等で増額をさせていただきました。

実績から寄附等に伴う分筆測量業務委託料分で、増額としております。 

 １４節使用料及び賃借料２，９６８千円でございます。詳細につきましては、省略

をさせていただきます。 

 続きまして８８ページです。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、例年額に近い４４８千円でございま

す。内容は省略をさせていただきます。 

 続きまして、７款２頄１目道路橋梁総務費１１，２４５千円、前年比２，１００千

円の減。 

 １３節委託料、２３年度より３年計画で、橋梁点検実施済みの橋梁長寿命化修繕計
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画策定業務委託料６，１００千円、及び普通地方交付税等の基礎数値となる道路台帳

補正委託料５，１４５千円であります。 

 昨年からの減額につきましては、橋梁点検業務額から修繕計画業務額への設計額の

減であります。 

 続きまして、７款２頄２目道路維持費４７，１７６千円、前年比２，０８４千円の

減です。 

 道路維持費につきましては、町道１，２９５路線、４６２㎞、里道３，２９６路線、

３１２㎞の維持管理費であります。 

 １５節工事請負費４３，０００千円につきましては、前年度末までの未処理分及び

新規要望など含めまして、１００件以上について、緊急性、受付の日付、費用対効果、

利用度などを考慮し、予算の範囲内で実施しているところでございます。 

 その他について、１１節需用費３００千円で修繕料は変わらず、光熱水費５４５千

円でございます。 

 １３節管理委託料で、併せて町内３件の１，９６５千円です。 

 １４節１４１千円、除雪時のグレーダー使用料でございます。 

 続きまして、８９ページをお開きください。 

 １６節原材料費、前年比、ほぼ増減なしで、省略をさせていただきます。 

 続きまして、７款２頄３目道路新設改良費５，６００千円、前年比９７，１９５千

円の減。 

 骨格予算上、１５節につきましては、総合計画に沿った１路線のみの工事請負費分

５，６００千円でございます。財源につきましては、充当率９５％の合併特例債であ

ります。 

 次に、７款２頄４目国交省交付金事業費６６，０００千円、前年比５，３９５千円

の減です。 

 この事業は、下高場から大久保までの路線名南北線の国庫補助事業であります。全

体の計画延長約１，９４０ｍ、補助率５５％、補助残の９５％が合併特例債となって

おります。事業費のうち１５節工事請負費につきましては、起点に約５００ｍの土工、

排水工、擁壁工、舗装工など、道路改良工事の６５，０００千円であります。 

 ２２節は、ＮＴＴ柱移転補償費１，０００千円であります。 

 続きまして、７款２頄６目まちづくり交付金事業７０，７１０千円、前年比１２，

７５０千円の減。 

 この事業につきましては、平成２１年度完了しました新町地区のまちづくり交付金

事業とは別に、平成２１年度より防災に強いまちづくりということで、役場を中心に

した７行政区の防災公園、防火水槽、道路改良拡幅、水路改修等合せて２６カ所の新

規補助事業であります。 

 実施年度は、平成２１年度から２５年度の５カ年事業です。今度の２５年度が最終

年となっております。 

 ８節報償費、防災講演会講師謝礼ということで１５０千円、９節旅費５０千円、１

３節委託料、都市再生整備計画事業事後評価委託料２，０００千円であります。 

 １５節につきましては、３路線の工事請負費５８，４００千円であります。 

 １７節は、２路線の用地買収費９，１００千円、２２節は１路線のＮＴＴ電柱物な

ど補償費１，０００千円となっております。 

 １９節負担金補助は省略をさせていただきます。 

 次に、７款３頄１目河川総務費４，２１５千円、前年比１５０千円の減。 

 続きまして、９０ページをお願いいたします。 

 １９節負担金補助及び交付金です。１級河川に対する負担金が主なものであり、詳

細な説明は省略させていただきます。 



 55 

 続きまして、７款３頄２目河川維持管理費３，１４２千円、前年比２，２９４千円

の減。減額分は、今年牧川改修工事と、改修分が減っておるところでございます。 

 準用河川及び普通河川の、主に浚渫工事及び維持管理工事であります。こちらも詳

細につきましては、省略させていただきます。 

 続きまして、１３２ページをお開きください。 

 １０款１頄２目農災、現年発生災害復旧費、１０款１頄３目林道災害復旧費、１０

款２頄３目公共債の現年発生道路橋梁災害復旧費、１０款２頄４目公共災の現年発生

河川災害復旧費につきましては、いずれも災害時忚急工事対忚分のみの計上であり、

説明を省略させていただきます。 

 以上、建設課の総予算、５款林道費５１０千円、７款土木費２９０，７４６千円、

１０款災害復旧費１，４０９千円、合計の２９２，６６５千円、対前年比１２５，４

８４千円の減です。 

 以上で、建設課関係の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の８９ページです。 

 ７款２頄３目道路新設改良費、骨格予算だから今回１路線分を上げているというこ

とでしたが、あと町道で補修工事、未舗装のところはどれくらい残っているのか、お

尋ねします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お筓えいたします。 

 未舗装補修箇所の場所については、道路台帳等における調査ものは分かるかもしれ

ませんが、特には調査をしていません。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  改良しないといけない道路は、まだまだあるんでしょうか。それも見ないと分かり

ませんか。 

 委 員 長  要望が上がっているという意味ですか。要望が上がっているところの延長。 

 要望が上がっているところの箇所数と延長ということですね。 

 これについては、後で報告をお願いしたいと思います。後で報告をお願いします。 

一木委員 

 一木委員  予算書の８７ページでございます。 

 １３節の委託料でございます。 

 境界測量委託料で５，５００千円が計上してありますけれども、課長の説明で、寄

附等の分ということで説明を受けたわけでございますけれども。 

 何件ほどの寄附等があったものでしょうか。金額が５，５００千円ですから、それ

なりにですね、高額になっているかと思われます。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お筓えいたします。 

 寄附等の件数というのは、ちょっと今、ここでは分かりませんですけど、毎年です

ね、１００件程度の立会等を行いまして、その中で件数ごとに、１件で何筆、分筆と

かが出てまいりますので、その毎年毎年で一定しているものじゃありませんものです

から、一忚２４年度の件数も約１００件近く立会等は出てきていますけど、筆数が何

筆とかがちょっと分りませんけど、一忚大体２４年度の８割、９割程度でですね、予

算的には上げさせていただいているところでございます。以上でございます。 

 すみません。追加してご説明します。 

 寄附だけではなくて、境界立会に絡むもの、登記に絡むもの、いろいろございます
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ので、その部分も含まれておりますので、寄附が何件ということは今分かりませんけ

ど、後でまた確認をさせていただきたいと思います。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  今、数字がつかめないということですけど、概ねここ近年、２４年等の実績で１０

０件とすれば、それの８割方ぐらいということで理解させてもらえばよろしいでしょ

うか。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お筓えします。 

 はい。２４年度の１００％見るのではなくて、８割程度ということで、考え方を含

めまして上げさせていただいております。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  資料１の２２ページに、建設課の事業予算が上がっておりますが、その中で、いわ

ゆる道路維持ということで、南北道路ですね、６６，０００千円の予算額が上がって

おります。 

 私もその南北線は最近通りませんので、どのくらい工事が進捗しておるものか、こ

の南北道路もかなりの歴史を、歩みがあったと思うんですが、大体いつ完了するのか、

その点分かれば教えていただきたいと思います。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お筓えいたします。 

 先ほど説明の中でですね、１，９４０ｍ、全体ありますということでお話しました。 

 現在、進捗状況としては、２４年度末で９０％でございます。 

 ２５年度、あとの残りがですね、５００ｍということでございます。大体２５年度

末ですので、来年の３月までにはきちっと舗装ができて、開通できると思っておりま

す。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、建設課を終わります。 

 続きまして、先ほどの河内委員の両筑苑の運営負担金、それから、梅田委員の資源

ごみ回収の件で、環境防災課長からの発言の申し出があっておりますので、これを許

可します。 

 資料がありますので、今から配布させていただきます。 

 （ 資料配布 ） 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  環境防災課のほうより、先ほどの議員のご質問に対しまして、資料が不足していた

ということで、改めまして資料をもとにご説明をしていきたいと思います。 

 まず、１点目です。 

 福本委員からの質問で、５千円の補助についての報告誤りということで、こちらの

平成２２年度まで５千円の補助を行っていたというふうにご回筓いたしておりまし

たけれども、こちらの筑慈苑年度別火葬体数という、この資料で、平成１８年から２

０年度までは、旧三輪地区については１００数十件の一忚火葬体数と。そして、その

後、２１年から急に二桁の数字に落ちております。 

 この部分につきましては、旧三輪地区が梅香苑から筑慈苑に広域加入することに伴

いまして、２１年度のみ筑慈苑、火葬、１体につき５千円を補助していたという経緯

があるようです。  

 ということで、一忚経過措置の報告誤りということで、訂正のほうをよろしくお願

いいたします。 

 それから、２点目の筑前町の水質等検査企画書ということで、桒野委員のご質問の



 57 

関係の資料になります。こちら両面で一忚お渡ししていると思います。 

 こちらのほうに検査別、例えば河川水質検査なり地下水水質検査、その検査回数、

調査地点、それから、頄目数及び具体的な頄目と。例えばｐＨとかＢＯＤとかＳＳと

かＤＯとか大腸菌分の検査とか、そういったのもがすべてそれぞれに載っておりま

す。裏表になっております。 

 それから、３番目の河内委員のほうからございました両筑苑の予算関係と筑前町

の、今度の２５年度予算の差ということでございます。 

 こちらのほう、予算を組むときの積算する段階で、タイムラムがございます。 

 一忚うちのほうが、筑前町の環境防災課のほうで予算計上する段階では、まだ、両

筑苑のほうからは、昨年度並みの予算計上をお願いしますというお願いがあっており

まして、その昨年度並みで計上してて、その後に両筑苑のほうの額確定ということで

計上されたために、額に差があると、出ておるということでございます。 

 それから、４番目でございます。 

 梅田委員のほうからございました古紙回収等の回収の回数と慣例の違いというこ

とで、２枚、毎年３月末に４月１日の広報等に、年度別に毎年折り込みで、旧三輪地

区と夜須地区のほう、お配りしておるわけですけれども、全世帯に。 

 その中で、古紙のところで、（新聞・雑誌・段ボール・古紙・紙パック等の持ち出

し）、夜須地区のほうが（月１回）と。三輪地区のほうが週１回ということで、過去

の事例になっておりますけれども、この中で、いろいろ燃やせるごみの持ち出し日と

か、資源ごみ、不燃ごみ、有害ごみとか、いろいろすべて載っておるわけですけれど

も、この中で、議員ご指摘の部分につきましては、こちらに両方とも、旧三輪地区用

でも夜須地区用でも表現しておりますように、できるだけ集団回収等で出してくださ

いということで、まず、経費縮減のほうに、町としては方向性を向けているというこ

とで、この回数を増やしていって、経費を増やすんではなくて、逆に、できるだけ集

団回収等で経費を抑えて、逆に皆さんそういった集団回収時にできるだけ出してくだ

さいと、経費縮減にもなりますよという方向で、今までの慣例等を、そちらの方向に

向かわせていく、今後努力をしていきたいというふうに考えておるところでございま

す。 

 それから、あと５番目の内堀委員からの質問、関連資料ということで、先ほどお示

しいたしましたこちらのほう、したがいまして、筑慈苑の年度別火葬体数ということ

で、平成２０年度までは旧三輪地区につきましては、梅香苑のほうに出しておった関

係で、４０％台で一定しておりますけれども、その後筑慈苑に移ってからは、逆に３

０％台で、大体同じパーセントぐらいで推移しているという状況でございます。 

 一番下の２４年度は２月末現在ですので、２２％になっておるという状況でござい

ます。 

 以上５点、訂正及び報告をさせていただきました。 

 委 員 長  以上５点、説明がありましたけど、質問があればお願いします。 

 質問がないようですので、これで、環境防災課の説明を終わります。 

 散  会  

 委 員 長  平成２５年度筑前町一般会計予算の建設課の審査が終了いたしました。 

 本日は、これで散会します。 

 明日は、午前９時３０分から会議を開きたいと思います。９時までに議員控室にご

集合ください。どうもお疲れでございました。 

（１５：５６） 

 


